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午後１時３０分開会 

○小林たかや委員長 こんにちは。ただいまより都市基盤整備特別委員会を開会いたしま

す。座らせて、やらせていただきます。 

 本日、欠席届が出ております。政策経営部災害対策・危機管理課長、山﨑さん、公務の

ため、１名です。 

 本日、お手元に日程をお配りしておりますので、ご確認をいただきたいと思います。１、

陳情審査、２、報告事項、その他となっておりますが、継続審査につきましては、四番町

の公共施設整備の説明に絡みますので、その説明を聞いた後に、陳情審査をとり行いたい

と思いますけど、よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林たかや委員長 はい。では、１番の陳情審査は、後ほどやらせていただきます。 

 ２番の報告事項ですが、（１）（仮称）四番町公共施設整備についてと（２）（仮称）

外神田一丁目公共施設整備についてと２問ありますが、四番町公共施設のほうにつきまし

ては多岐にわたるため、先に外神田一丁目公共施設整備についての説明を行いたいと思い

ますが、よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

（中略） 

○小林たかや委員長 はい。 

 それでは、２番目の（仮称）外神田一丁目公共施設整備については、終了します。 

 次に参ります。報告事項２、（１）（仮称）四番町公共施設整備についてでございます。

これにつきましては、お手元に、議論を進めるために、前回までの委員会での皆様の意見

とか、議論を踏まえまして、論点整理をさせていただきました。で、整理をしました、大

まかに整理をしておりますが、委員の方と理事者の方にはお手元に議論の進め方、課題の

整理の仕方を一覧表にまとめて、お渡ししております。行っていますか。お手元に行って

いますか。はい。（発言する者あり）これは資料でございませんので、確認をいただきた

い。（発言する者あり）これは、整理のための、委員会を進めるためのものでございます

ので。（発言する者あり）いいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林たかや委員長 はい。 

 それでは、この正副でまとめた論点整理をもとに、これから議論を進めさせていただき

たいと思います。 

 まず、（仮称）四番町公共施設について、複合施設全体のコンセプトと構造設計の考え

方について、一番大きな問題について、説明を求めます。 

○小池子ども施設課長 委員長、子ども施設課長です。 

○小林たかや委員長 子ども施設――あ、ちょっと待ってください。 

○小池子ども施設課長 はい。 

○小林たかや委員長 休憩します。 

午後１時５８分休憩 

午後１時５９分再開 

○小林たかや委員長 再開します。 
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 それでは、ご説明お願いします。子ども施設課長。 

○小池子ども施設課長 （仮称）四番町公共施設に関しまして、全体のコンセプトに関し

ましてご説明申し上げます。 

 四番町エリアには、ご存じのとおり、前回の特別委員会でもご説明申し上げましたが、

現状、保育園、児童館、区営住宅、区民集会室から成る建物と、図書館、区営アパート、

職員住宅から成る建物２棟が建っているという現状がございます。こちらに関しまして、

隣接はしてございますが、別々に建っているという現状がございます。 

 保育園、児童館、区営住宅の棟に関しましては築３７年がたっていると。で、老朽化等

によりまして、劣化が激しいということがございます。Ｉｓ値に関しましても０.６とい

うことでございまして、耐震基準はクリアできているけれども、保育所機能に求められる

Ｉｓ値の０.７というものが満たされていないというのが現状です。で、動線の分離がで

きていないということもございます。セキュリティー、プライバシーそれからバリアフリ

ーの課題があるということから、早急に機能更新の必要があるという現実がございます。 

 そして、隣接する図書館、区営アパート、職員住宅に関しましても、築３１年がたって

いるという状況で、経年劣化が進んでいるという状況がございます。図書館機能に関しま

しては狭隘さがあり、住機能に関しましても、室内外ともにバリアフリーの脆弱さがある

ということが現実でございます。こちらに関しても、機能更新が必要であるということが

ございます。 

 保育園、児童館、住宅といったものに関しては、休止ができない機能でございますので、

こういったこと、工事期間中に関しましても、その機能を継続するということに万全を期

す必要があるということがございます。そして、利用者や居住者の方に関して、さらなる

サービス向上が必要であるということがございます。大規模な計画になりますので、周辺

地域に関しましても、工事中、竣工後に関しまして十分な配慮が必要であるということが

ございます。 

 ここで、整備方針でございますが、震災等による災害時の建物の安全性といったもので

あったり、環境負荷の低減であったり、バリアフリーやプライバシーそれからセキュリテ

ィーに配慮するということが必要になってまいります。現状の機能の確保ということはも

とより、子育て機能の向上を図るということ。それから、都心にあって、安心して遊ぶこ

とができる園庭の拡充であったり、児童館機能の拡充であったり、児童書が多いという特

徴の図書館機能の充実であったり、住機能の向上を図っていくということが必要でござい

ます。 

 この問題を抱えるということでございますので、機能更新を迎えている二つの建物を一

括して整備することによりまして、敷地活用の効率性を高め、それから現状の課題への対

応をするということ。それから、利用者、居住者への配慮をするということ。地域への配

慮をするという、万全を期すという計画、それが全体のコンセプトになります。 

 以上でございます。 

○武区有施設担当課長 私のほうからは、構造設計の考え方についてご説明させていただ

きます。 

 敷地の建物の形状、機能を踏まえた最適な耐震性能を確保するとともに、被災後の早期

復旧が可能な、災害に強く安全性の高い施設を目指すという基本構想の設計方針に基づき、
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基本設計を進めてまいりました。本計画では、保育園、児童館、図書館のある施設である

ことから、耐震性能を１.５倍にすることが求められております。 

 また、大空間の遊戯室を設けることや、多くの書籍を開架する図書館があるなどから、

地震の揺れを極力建物に入れないという考えのもと、免震構造を選定しております。詳細

な構造設計、構造計算につきましては、今後、実施設計の中で進めてまいります。 

○小林たかや委員長 以上。 

○武区有施設担当課長 以上です。 

○小林たかや委員長 それでは、全体のコンセプトで、全てのこの施設を貫く基本的な考

え方がこれですよと。そして、安全とかなんとかというのもあるだろうけど、そんなのは

当たり前で。そうすると、もう続けて聞くけど、各施設のコンセプトというのは当然あり

ますよね。そのコンセプトを聞きますけど、それはニーズに伴って新しい保育園をつくっ

たり、児童館をつくったり、区営住宅をつくったり、図書館をつくったりしてくるわけだ、

ニーズを。それで、大きな固まりになって、今回は複合施設としてできている。で、その

大きなコンセプトに、その小さなコンセプトが合っているのか。要するに、小さなそれぞ

れのコンセプトが合っているのか、そのコンセプトから上げたときに、全体にすると大き

なコンセプトとぶつかっちゃうところがあるよね。それを、さっき、この前出ていたよう

な細かいことがある。例えば、安全を重視して、中高生の安全を重視すると。その部分で

目が届く――中高生には届くけれど、利便性がぐっと落ちる、入り口の。というようなこ

とが出てきたよね。そういうことも、いいんですと。このコンセプトは、そこがあっても、

こういう代替、かえる部分があるから、全体のコンセプトに合っているんです、だから、

このコンセプトが貫かれているんですというような説明が欲しかったんだけど、多分難し

かったんだろうね。で、引き続き、当然矛盾するところは幾らも出てくると思いますけど、

ちょっと全部聞いちゃいましょう。いいですか。いいですか。 

 はやお委員。 

○はやお委員 ここの全体のコンセプトの話のところで、当然、安全性はすごく重要だと

思います。それで、当然、何ですかね、視察にも行ったから、先ほどのＩｓ値が云々かん

ぬんというのも、それもそうだろうと、見た目で、もうわかりますよ。それを、さあどう

するかという話をしたときに、個別な話のトイレの位置だとか、いろいろ出てきましたよ。

で、そこが何かというと、私が確認したいのが、一般論ですけどということで、たしか去

年の６月１６日の特別委員会で言っているんですね。何でこの１棟建てにするのか。第一

義はといったら、地価が高い都心部、既存の土地の有効活用を図る。ということが、まず

第一義ですよと。第二義は何ですかといったら、複合的な集客効果、あらゆる機能が図書

館に来た人が、ついでにこっちの施設も入れるとかという、集客効果というのをもう一つ、

２点目に挙げているんですよ。まさしく逆に言ったら、図書館に来ようと思いながら、ほ

かの人たちもどんどん集まってください、だから１棟建てにしますよと言っているのに、

図書館のことしか考えていなかった。だから、これはどういうふうに考えているんですか。 

 最後は、別棟よりも一緒の棟のほうがランニングコストが低減される。だから、そこを

一つ一つ証明してもらわなくちゃしょうがないんですよ、一般論ですけど言って。で、た

だ、デメリットがあると。複合施設のデメリットは、子どもがふえたとき、拡張する余地

がない。この４点について、どういうふうにこの複合施設は対応したのかというのをまず、
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確認をしないと、考えているんでしょうね、当然、皆さんの、詳細のところについては、

そこは逆に技術者、ディテールなところはやっていただくんでしょうけど、一番の根本な

る我々のチェックというのは、そういう大きなところ、大きなコンセプトがちゃんとなっ

ているんですかというのを確認したいと思っているんです。 

○小池子ども施設課長 土地の有効活用という点につきましてのご報告を申し上げます。 

 こちらに関しましては、１棟案ということから、園庭の拡充ということを申し上げたと

いうこともございます。それから、児童館であるとか、それから、保育園であるとかいっ

た形のワンフロアで大きなものができるということ。そういった形の自由度があるという

ことで、この全体のコンセプトには反しないものと考えます。 

 それから、集客効果ということに関しましてです。こちらに関しては、児童館と図書館

といったものが、入り口が一緒の場所になってございます。入り口が一緒という形もござ

いますので、そういった意味からも連携というのが図られるということで、相互に利用が

できると。これに関しましては、後で児童館と図書館のほうでご説明を申し上げますけど

も、そういったことができるということがございます。そうはいいましても、こちらに関

しましては、住宅と非住宅といいますか、住宅棟と一緒になっていることがございますの

で、そういったことに関しては、プライバシーであるとかセキュリティーに配慮するとい

うことを申し上げました。こういった形で必要になってくるものというふうに考えており

ます。これに関しては、１棟案ということと一緒の回答になるかと思います。（発言する

者あり） 

 ４点目のところなんですけども、こちらに関しましては――それも先ほど申し上げまし

た１棟案といいますか――あ、そうだ。経費に関してですね。経費に関しては、１棟案、

２棟案ということで、前々回、３月ぐらいのこの特別委員会で、ちょっと今すぐに出てこ

なくて申しわけないんですが、経費のことに関しては、１棟案のほうが建設コストは下が

るというご説明をさせてもらいました。 

○内田副委員長 関連。 

○小林たかや委員長 あ、どうぞ。はい、どうぞ。副委員長。 

○内田副委員長 コンセプトをいろいろな場面で、私、確認して、これまでまいりました。

で、少し、そのコンセプトという言葉自体がきちんと伝わっていないんじゃないかなと今

思いました。コンセプトというのは、概念とか観念ですよね。もっと簡単に言うと、基本

的な考え方。 

 ですから、先ほど構造設計の考え方という説明があったときには、耐震性能を１.５倍

にして、揺らさないように免震構造にすると、こういったことがコンセプトだと思うんで

すね。そうした場合に、この四番町の公共施設、複合施設についての基本的な考え方とい

うのを、一言か二言ぐらいであらわしていただければ、いろんな細かい質問や課題に対し

て、最終的には、そこに戻れば解決する、だからコンセプトが大事なんだということを、

私は常々お伝えしているというか確認しているつもりなんです。 

 先ほど説明を聞いたら、大変恐縮ですけど、何かよくわからなかったんです。そこら辺

がもしも整理できているんであれば、もう一回、ちょっと説明を聞きたいところですし、

もしも整理に至っていなかったら、また委員長のほうの整理に任せたいと思いますけどい

かがですか。 
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○小林たかや委員長 えっ、やるの。 

○小池子ども施設課長 子ども施設課長です。 

○小林たかや委員長 同じことを言っちゃだめ。 

○小池子ども施設課長 はい。 

○小林たかや委員長 同じことを言っちゃ…… 

○小池子ども施設課長 一言だけ言わせてください。 

○小林たかや委員長 はい。子ども施設課長。 

○小池子ども施設課長 はい。ご指摘ありがとうございます。 

 コンセプトに関しましてということと、ちょっと私どもの考え方ということがございま

して、ワンワードじゃないですけども、そういったようなコンセプトというか形で、ちょ

っと今まだご説明ができる状況ではございませんということでございまして、今後、これ

に関しては、（発言する者あり）委員長、まあ、以降ですね、ご説明させてもらいたいと

思います。 

○小林たかや委員長 わかった。じゃあ、いいや。はい。 

○内田副委員長 俺の質問が悪かった。 

○小林たかや委員長 質問は、悪くない。悪くないよ。 

 あのね、これさ、簡単な話なんだよ。この施設をつくるときに、先ほど言った耐震性を

やるんだったら、どういう耐震――今、耐震性がわかりやすかったからだけど、例えば、

物を揺らしたくないから、要するに揺れたくないから免震構造にやりましたとかいうなら、

考え方よ、基本的な。普通の耐震とは違いますよと。そうすると、誰もわかるよねという、

そういう話。でも、今言っているのは、それは構造だったから、言いやすいのよ。説明の

仕方はできやすいんだけど、ここに入っているものは本当の複合施設なので、構造は一つ。

でも、入っているものはたくさんあるから、そこのところで、本当に何を基本的に貫く考

えで、例えば子どもに対することに対して、要するに最高のサービスを置くためにやりま

すと。要するに、それは、公園で遊んでいる子どももそうだし、というのが切り口なんで

すよと。お年寄りは、それに付随して車椅子も使うでしょうからそういう対応ができます

よとかいう、何かこう貫く、子ども施設なんだよ、これはという、子ども施設の中での物

の整理でこういう施設になりましたというようなところを聞きたいんだけれども、なかな

か難しいと思うんで。 

 １回、だけどね、がらがらぽんじゃないんだけど、施設課長に全部言うと、施設課長で

は重過ぎるんで、１回聞かせてください、各施設のコンセプトを、ニーズと。こういうニ

ーズがあって、こういう施設を今回つくった。そこだけの施設が完全にできていなければ、

それを複合施設にすればだめになっちゃうこともあるよ。だけど、一つ、つくった施設は、

自分たちの考え、得意な場所でつくったんだから、どういうニーズをしてこういうふうに、

今回はつくっていますというのだけでも、まず言っていただかないと、そこができていな

かったら、もう、もう一回やり直しということになっちゃうんで。（発言する者あり）ち

ょっと待ってください。 

 それでは、その、（発言する者あり）あ、じゃあ、ちょっと待ってください。 

 休憩します。 

午後２時１５分休憩 
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午後２時３４分再開 

○小林たかや委員長 委員会、再開します。 

 それでは、各施設のコンセプトを、ちょっと順番に、コンセプトとそれに至るニーズ調

査についての答弁をしていただきたいと思います。保育園から。 

○加藤子ども支援課長 四番町保育園のほうでございますが、子育て支援施策のさらなる

充実をするために、地域の基幹園として位置づけられております区立保育園の環境を整備

し、保育の質を向上させていくということをコンセプトに、保育室、また保育機能の質的

改善・拡充を図るとともに、地域・家庭・園が一体となって子どもを育てるその拠点園と

して、ふさわしい施設整備を行いたいと考えております。 

 定員につきまして、現状９７名を１００名にさせていただきたいというのが１点目。 

 ２点目は、麹町保育園でも病後児保育施設を新設しましたが、かなり稼働率が高い病後

児保育室の新設、それから基幹園として私立保育所との連携協力の役割を果たすため、園

庭を約２倍の広さとさせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○小林たかや委員長 はい。 

 児童館。 

○新井児童・家庭支援センター所長 児童館は、地域の子育ての拠点として、０〜１８歳

までの子どもとその保護者が集い、また、地域の方々が交流できる場となります。子育て

支援施策のさらなる充実を目指しまして、乳幼児親子が１日過ごせる施設、また子育てひ

ろば、一時（いっとき）預かり保育等が実施できる乳幼児施設を新設いたします。 

 また、需要の高い学童クラブ室におきましては、４０人か-ら８０人規模に拡充いたし

ます。 

 また、区民からの要望が多かった遊戯室の拡充につきましては、中高生がミニバスケッ

トができる広さを確保いたしまして、天井がある遊戯室を設置いたします。 

 また、複合施設のメリットを生かしまして、図書館と連携して、自在に本を持ち運んで、

児童館のロビーで本を読んだり、また、飲食のコーナーを設けまして、多目的に利用でき

るスペースといたします。 

 遊戯室のある４階フロアには、音楽スタジオを新設いたしまして、小学生のダンス、ま

た、中高生がわいわいと音楽活動が楽しめる場といたします。 

 以上です。 

○小林たかや委員長 次行きますけど、よく聞いていたら、いいことをたくさん言ってい

るんですけど、我々が全部メモをとらなくちゃいけなくなってしまうんで、反対にメモを

下さい。はい。終わりましたら。 

 次行きます。区営住宅――あ、前の保育園もね。保育園の方もメモを下さい。はい。 

 区営住宅。 

○平岡住宅課長 昭和５５年に完成しました四番町住宅、それから、昭和６１年完成の四

番町アパートの２施設でございますが、築３０年以上ということで、老朽化が進行してご

ざいます。建設当初は、住宅につきましては、器の提供に力を入れてまいりました。その

ため、バリアフリーやセキュリティー、プライバシーといった、そこの確保に対する意識

は大変に薄かったというようなところで、整備内容も、時代の変化に対応できていると、
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そういうものではなっておりません。 

 今後、高齢化がより一層進む中で、住まい方にも変化が生じてきております。居住の安

全、安心、快適性や利便性、こういったものを高める観点の対応が求められております。

このため、こういった住みよい住環境の実現をするための機能更新を行うこととしまして、

それについて四つございます。 

 一つ目は、現入居者の全入居者が再入居できるように、既存住宅と同じ５４戸の整備を

させていただくこと。二つ目は、住戸内の玄関、浴室、トイレを初めといたしまして、完

全洋室化を含めた室内のバリアフリー化、こちらを徹底させていただくとともに、居室外

では、複数のエレベーターを設置させていただくこと。三つ目といたしまして、各階に備

蓄倉庫を設置し、災害時でも安心して住み続けられる、そういう施設。４番目といたしま

して、住宅と住宅以外の施設階数や動線を分離させていただくことにより、居住者のプラ

イバシーや施設全体のセキュリティーに配慮する。こういったことを住宅のコンセプトと

させていただいております。 

 ご説明は以上です。 

○小林たかや委員長 はい。次、 

○内田副委員長 コンセプトじゃなくて…… 

○小林たかや委員長 うん。コンセプトなんだよな。（発言する者あり）うん。（発言す

る者あり） 

○永見文化振興課長 委員長。 

○小林たかや委員長 何をつくりますという話を聞いているんじゃないんだけどな。（発

言する者あり）まあいいや。とりあえず、（発言する者あり）うん。準備されたのを聞き

ましょう。はい。 

 次、図書館。文化振興課長。（「何をつくります……」と呼ぶ者あり） 

○永見文化振興課長 四番町図書館は、昭和６１年開館当初から、麹町地域の図書館とし

て多くの区民の方にご利用いただいております。近隣に小学校、幼稚園、保育園も多いの

で、お子さん連れのご利用が多いです。そういった状況から、あと複合施設の児童館との

連携というところから、四番町図書館は、幅広い年齢層に対応した、資料情報提供サービ

スと、児童書の充実を目指しております。乳幼児、小学生、中高生と、子どもの成長に合

わせた図書館機能と、障害者の対応の機能を持つ施設として整備して、誰もが安心して利

用することのできる施設といたします。 

 以上です。 

○小林たかや委員長 次。職員住宅。 

○大谷人事課長 職員住宅のコンセプトなんですけれども、職員の福利厚生面だけでなく、

災害発生時の対策要員として地域の安心を支えるとともに、地域のコミュニティ活動に参

画する職員を区内全域にバランスよく配置するため、四番町地域に直営型職員住宅を確保

するとしております。 

 職員住宅に関するニーズについては、各所管からの直接の声や新規募集をした際の応募

状況で把握に努めておりまして、ここ数年の募集倍率、世帯用は４倍前後、単身用は６倍

前後と高水準となっており、ニーズは高いものと受けとめております。 

○小林たかや委員長 次。集会室。 
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○佐藤麹町出張所長 四番町集会室につきましては、これまでの集会室機能を継続しなが

ら、またその有効活用を図る観点から、地域の方々の利用はもとより、住宅の集会室、ま

た図書館利用者等の自主活動にも活用できるような多目的スペースとして、整備をする予

定でございます。 

○小林たかや委員長 はい。 

 次。防災倉庫。 

○吉村行政管理担当部長 防災倉庫につきましては、大震災の発生時などに、園児や児童、

加えて図書館施設の利用者等が帰宅できなかった場合に、３日分の備蓄食料を保管し、施

設の中に滞留していただくというようなことをコンセプトとしてございます。 

○小林たかや委員長 はい。終わりました。 

 一応、ここまでで気がついたことがあったら。何かありますか。 

○木村委員 今それぞれ、各施設のコンセプトについてご説明がございました。それで、

まあ、もっともなことばかりなんですけれども、これは今後の、例えば、他の保育園の建

てかえ、児童館の建てかえ。区立のですね。それから、区営住宅の建てかえ。共通するコ

ンセプトですか。例えば病後児保育とかですね、園庭とかというのはこれはなかなか立地

条件が左右されるんで、なかなか難しいと思うんです。ただ、健やか条例でうたっている

ように、千代田区の子どもたちはどの保育園でも同じような保育環境で保育されなくちゃ

ならんとうたっているわけですよ、公立でも民間でも。で、そうした場合に、どの子たち

も、今ご説明されたコンセプトは共通の理念として享受できるのか。公営住宅に居住され

ている皆さんは享受できるのかと。ちょっとその点、確認させてください。 

○小池子ども施設課長 それぞれ所管のほうから、コンセプトということでご説明申し上

げました。これに関しては、全体的に該当するところもございますが、そうじゃない、四

番町保育園の場合ですと、定員を９７から１００という、そこはまああれかもしれないん

ですが、病後児保育であったりというようなことに関して、それぞれあるんでしょうけど

も、一応、こちらに関して今後はこの形でやっていくということになろうかなというふう

に思っています。ただ、区立保育園ということの基幹園というような考え方というのは、

全部の区立保育園に該当することになろうかなと思います。 

 それから、児童館に関しては、麹町地域のニーズということもございますので、そうい

った、まあ、場所的な問題も入ってくるのかなということで、全部がそのままという形に

はならないのかなと思いますけれども、一応、総論部分では該当するということになろう

かなと思います。 

○木村委員 病後児保育なんていうのは、これは、基幹園である以上、どこでも実施すべ

きものでしょ。それから、児童館なんて、例えば神田公園出張所管内は児童館がないわけ

ですよ。だから、不公平な状況というのがずっと続いているわけですね。やはり、今ご説

明されたものというのは、これは立地条件、敷地の規模だとかということで、定員の、そ

の定数というのは、これは違ってくる可能性は、これはあり得ると思うんだけども、やは

り、基幹園として公立保育園を位置づけている以上、同じような機能がそろっていないと、

これは健やか条例に照らしてもおかしいんじゃないかと。で、これはこの四番町の公共施

設整備にも当てはまるわけで、敷地が２棟一体であろうが、仮に１棟だけの建てかえであ

ろうが、やはりこの機能というのは求められるのが本来じゃないかなと思うんですよ。だ
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って敷地が広いから、ここではこうしますというんだったら、ほかにお住まいの子どもさ

んたちが、健やか条例に照らしてですよ、同じような保育環境で私たちが成長を育んでい

くことができなくなるわけだから。やはりこれは、どこでも同様に、何といいましょうか、

私たちが子どもたちのために準備できるような機能でないと、私はおかしいんじゃないか

と。いかがでしょう。 

○大矢子ども部長 当然、公立保育園におきましては、今、木村委員ご指摘のように、病

後児保育等に関しては、当然、今後は、建てかえの際に必須の機能だというふうに考えて

おります。したがいまして、基幹園として、今後建てかえていくときには、この病後児保

育は、どのような形状であろうが入れていくという方針は当然ございます。 

 また、今言ったように、児童館と図書館のような、両方入っているような、こう、今回

みたいな連動するようなパターンに関しては、これは建物の機能によって、今回みたいな

複合施設で、児童館・図書館があるようなケースは連携できますけど、単独の場合には図

書館と連携みたいなのは当然できませんので、これはおのおのの施設の形態によって変わ

ってくると思います。ただ、保育とか児童館のところで貫くところで中心的なところに関

しては、理念としては、木村委員おっしゃったように、病後児保育等に関しては今後も必

ずやっていきます。 

○小林たかや委員長 はい。いいですか。 

 はやお委員。 

○はやお委員 ちょっとね、確かに聞こえはいいんですよ、病後児保育ということについ

ては。だけど、やっぱりそこで検証して、そのところの展開していく。だから、もう一度、

委員長がおっしゃるように、共通するコンセプトと、ここで今の個別コンセプトをもう一

度きちっと整理をして、実験的なものというのがあると思うんです、スモールスタートと

いう。というのは、よく確認していただくとわかるように、働く世代の人たちというのは、

急に病気になったときが困るんですよ。だから、病児保育なんですよ、一番欲しいのは。

だから、病後児保育というのが本当にニーズがあるのかというところだって、必要ですよ。

あったらいいなというレベルなのかどうかを確認するべきじゃないんですかということを

言いたい。だからやっぱり、ここのところをね、軽々的に、こうです、ああですというん

じゃなくて、もうちょっと熟考してもらいたいなと思っているんですね。そういうことで、

私も本会議質問で病児保育のことのあり方を質問してきたつもりでいますから、この病後

児について、もう一度きちっとした答弁いただきたいと思います。 

○大矢子ども部長 まず、先ほど言った病後児保育から、もう一度言いますけども、病後

児保育に関しては、現在、需要が非常に多いということで、病後児保育についての需要が

かなりあるということは把握しております。 

 また、病児保育に関しましても、（発言する者あり）これは、病児保育ですので、どう

してもお医者さんの確保とか、そういうのも必要になっていますので、現在、病児保育が

できるかもしれない場所に関しては、積極的に病院とある程度連携しているところですけ

ども、接触をしておりまして、可能な限り、今１カ所できるかどうかという打診もしてい

るところですけども、今後も病院側と働きかけて、病児保育については、なるべくできる

ように今後も努力していきます。 

○はやお委員 最後。当然そうでしょう。病後児保育、普通の、数量的に見たらそれはみ



30-５陳情審査部分抜粋：平成30年10月30日 都市基盤整備特別委員会（未定稿） 

１０ 

 

んな欲しいですよ。だけど、そこの本当に税金をとかよく言うけど、財政的な視点から立

って何が必要かということをもう一度よくなぜだなぜだなぜだと３回ぐらいやってもらっ

て進めてもらいたいというところを――当然わかりますよ、病後児保育の数でやったら困

っていれば入れますよ。だけど本当に困っているのは何なのか、それよりも保育需要をふ

やしてあげるというのが大切なのか、通常の。何が本当に困って何を提供しなくちゃいけ

ないかということを、もう一度俺はゼロベースから検討してくださいということで言って

いるんですけど、そこら辺はどうですか。 

○大矢子ども部長 今言ったように、保育園に関しても、当然いつも我々も言っている待

機児童ゼロに関しても、当然目指すべく毎年度、今年度も新たな保育園を誘致しながら今

後もふやしていく。したがいまして、保育需要も掘り起こしながら病後児保育も建てかえ

等に関してふやしていく。なおかつ病児保育に関してもできる限りやっていくということ

で、我々としても保育のための待機児童、それから病後児、できる公立園では建てかえ等

のチャンスにつくっていく。そして病児保育についても、現在ありませんけれども、ここ

についても何としてもやりたいというふうに考えておりますので、ここにおいてははやお

委員と特に矛盾はないと考えております。 

○はやお委員 はい。 

○小林たかや委員長 よろしいですか。 

 林委員。 

○林委員 各分野のそれぞれのコンセプトとか施設整備のはわかりましたけれども、例え

ば、区営住宅のところでも防災の機能、倉庫。で、プライベート空間ですよね。パブリッ

クのほうの保育園・児童館等々のも防災課のほうでやると。ここの総合調整というのはど

のようにされて今の計画になったのかというのを説明していただけますか。 

○小池子ども施設課長 住宅部分の備蓄に関しましては、各階に配置がございます。防災

備蓄倉庫というよりも住民の方々の倉庫がございます。各階にあります。それから、先ほ

ど申しましたのは、利用者、保育園とか児童館、図書館の利用者、それから職員ですね。

そういった方々の３日分の備蓄に関してはということで１カ所にまとまっているという形

になっています。 

○林委員 違う。それはそうなんでしょう、各部門で。で、言わんとするのは、パブリッ

クスペースですよ、図書館ですとか、児童館ですとか、不特定多数の来るところの場所が

やっぱり狭いと。限られて限定されているわけですよね、当然のことながら。だって土地

の高い千代田区でといっていて。上で有効活用をもし住宅部分でその部分の防災のができ

るんだったら、なるほどねと、１棟でよかったよと。防災倉庫部分がパブリックスペース

のプライベート部分に一部行くけれども、ああよかったねと。で、上から下に下げるのは、

これは防災の講演会でも当たり前ですけれども、いい傾向ですねと。地下から運ぶのは大

変だけど、上から下に備蓄物資をおろすのは簡単だというのが、これまでも区民集会の講

演会でもやっていたので、そこの整合性をパブリックスペース――わかりますか、言って

いること。プライベートのところでどうして置けないで、パブリックはパブリックで下で、

プライベートの部分にそこを一部ちょっと貸してくださいよという形でいけば、もう少し

有効活用できるんじゃないのかと。そういう検討はどういうふうにされたんですかという

ことを、コンセプトでもし言うんだったら、言われても困るのですけど、１棟建てにする
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というのだったら、それぐらいがなかったら、さんざん言ってきたんですから、パブリッ

クの施設、スペースの、とプライベートの、だから住宅部分と非住宅部分を分けたほうが

いいんじゃないかと、大変じゃないかと言ったけど、どうしても１棟にしたいというのだ

ったら、それぐらいの設計変更も含めてできないのかなというのが素朴な疑問なんで、そ

こは庁内でどういう検討をされて、前回のちょっと下に置いてきちゃったけど、計画図に

なったのかというのを本当にきれいな形で説明してもらわないと困るんですよ。それぞれ

の各分野で、こうでした、こうでしたと言われても。困ったら子ども部なんでしょう、手

を挙げるのは。 

○小池子ども施設課長 先ほど申しました、住宅部分に関しましては各階にあるというこ

とはご理解いただけたかと思います。それから、保育園、児童館、図書館、保育園の利用

者それから職員の備蓄に関しましては、地下の１階に集約しているというのがこの絵にな

っています。それに関しては、地階から搬出・搬入ということを考えた場合、車で搬出・

搬入がございますので、そういったことを考えた場合に、そこに集約するということも合

理性があるというふうに考えております。で、その件に関して、浸水の心配であるとか、

そういったことのご懸念があろうかと思います。それに関しましては防水板の設置をして

おりまして、そこに関しては対策は十分やっていると。それから免震のピットが周りにご

ざいますが、浸水の対策も十分できているということがございますのでそういった形にな

っていると。 

 それともう一点なんですけれども、１階、２階、３階、４階と図書館、それから保育園、

児童館ですね、に関しまして、各階に倉庫がございます。こちらに備蓄倉庫で備蓄品の１

日分かそれはちょっとよくわからないんですが、全部そこに持ってくるんじゃなくて、そ

ういったことのやり方ということも考えて、緊急時、もちろん非常用電源は入っておりま

すので、エレベーターで上下させることはできるんですけれども、それと念のためという

こともございますので、１日分程度の利用者の備蓄に関しましては１階、２階、３階、４

階の各倉庫のところに保管しようという、そういう計画で考えております。 

○林委員 なるほど。そうすると各フロアに小さな備蓄倉庫があると。大きなものが地下

にあると。そういうことですよね。 

○小池子ども施設課長 はい。 

○林委員 で、心配ございませんと。そうすると今までと余り変わったことはなかった、

区の施設で、大体地下に備蓄物資を置いて、要は上げるの、大変ですねという指摘――わ

かりますか。車で搬入は楽ですよ。ふだんのトラックで運んでいって、地下の倉庫にぼん

と入れれば、ここだってそうでしょう。だけど上に上げるのって大変だよねとかという指

摘を踏まえた形のものというのは特に別に反映されなくて、今まであったのをそのまんま

のような形でこの複合施設に計画に設計に反映されたと。そういう受けとめ方でよろしい

のか。 

○小池子ども施設課長 検討の中では備蓄倉庫というものは１階以上にというような検討

もそういうようなことも庁内での議論はございましたが、この辺の地域性であるとか、そ

れからそういった利用方法を考えた場合、非常用電源等もあるということからエレベータ

ーでの利用もできるということで、地下１階に備蓄倉庫を設けることであっても対応がで

きるというふうに考えましてやったということでございます。 
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○小林たかや委員長 あのさ…… 

○林委員 いや、いいよもう。 

○小林たかや委員長 わかった。 

○林委員 いいです、いいです。変わらないということで。 

○小林たかや委員長 ちょっと、要するにさ、複合施設にしているメリットをどこで生か

すかというのがあるし、先ほど言った地下にどうしても置かなくちゃいけない理由もない

んだよね、スペース上の問題があろうとも。要するにその辺は検討課題なんだよ。やっぱ

り防災というのは上に置いたほうがいい。それはお茶の水でもそうでしたよね、地下に置

いてあるのを上に置いたらどうかという指摘があって検討するといって上に置くようにな

るのよ。だからこれは真摯に受けとめなくちゃ。で、受けとめて、できるできないはまた

頂戴よ。ここはそういう委員の指摘ですよ。 

○林委員 それで、最後。 

○小林たかや委員長 林委員。 

○林委員 最後に、地下一面――全部やる、どうですか、これコンセプトを確認するだけ

で。 

○小林たかや委員長 そうなんだけど、とりあえず、下に入っちゃっているから、いい、

いい。 

○林委員 まあ、いいですね。どうせできないのを前提として、（「できないの」と呼ぶ

者あり）いや、できたらいいなの世界なんですけど。いや、図書館に入っていくんですよ、

次。申しわけない、課長。 

 千代田区の図書館って、本、ここもそうですけど、しまっておく場所が小さいんですよ

ね。この四番町の施設というのは、図面を見ると、まあかなりかわいらしい形で本をしま

っておくんですよね、地下１階に。もっと広くしてあげたら、まあ連動でやるんでしょう

けれども、図書館、充実するのかなとかって思うんですけれども、この面積で十二分だ、

四番町図書館が地域図書館として今後も人口もたくさん見込まれる、子ども施設とも連動

して子ども本もたくさん置かなくちゃいけない。難しい四番町図書館には英語の紙芝居も

ある。でかいのも海外のもある。そういったものもいろんなものもしまっておけるような

のが十二分ですよと。防災倉庫のスペースが図書館の書庫よりも広くても大丈夫なんです

と。これが１棟なんです、メリットなんですと言い切れる話があるんだったら、なるほど

ね、そうなんですかという形になりますので、これで十分不十分を含めて言っていただき

たいんですよ、今後の拡張性も含めて。 

○小林たかや委員長 ちょっと今個別の問題に入ったんで、個別の問題も後で整理して、

後でって、今の…… 

○林委員 指摘でいいですよ。 

○小林たかや委員長 うん。指摘してもらってお答えできる分は答えるけれど、宿題で持

って帰っていくんで、ここの先ほどのトイレの位置の細かいところも含めて、状況も答え

られる状況があったら答えてもらいます。 

 で、ちょっと休憩します。 

午後３時００分休憩 

午後３時１０分再開 
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○小林たかや委員長 それでは、委員会を再開します。 

 それでは、ご答弁のほうからいただけますか。わからない。わからない。図書館の。 

 文化振興課長。 

○永見文化振興課長 四番町図書館につきましては、現在１２万冊の蔵書がございますが、

それが新四番町図書館のほうでは１５万冊を開架できるようなスペースを確保しておりま

す。 

○小林たかや委員長 林委員、いいですか。 

○林委員 十分ですか。さっき聞いたこと。 

○小川文化スポーツ担当部長 現在の施設が書架と閲覧室を合わせて約１,１００平米で

ございまして、新施設に関しましては約それの１.５倍を予定してございます。で、先ほ

ど申し上げたように、蔵書室も増加をいたしますが、そのスペースで十分足りるという想

定でございます。 

○小林たかや委員長 はい。十分大丈夫だと。 

 ほかにございますか。 

○加島施設経営課長 前回の委員会でご指摘いただきました計画について検討しているこ

とに関しまして、ご説明させていただきたいと思います。 

 前回の図面をお持ちであれば、まず１階の平面図のところでございます。みんなの広場

というのが丸いところがございまして、左側に赤い三角形がございます。これがこの共用

部分の入る出入り口でございまして、そこを入るとエントランスホールになると。そのエ

ントランスホール入って、左側、下側ですね、図面でいうと緑の集会室がございます。そ

この上にトイレが設けております。こちらのトイレを機能拡充しまして、前回ご指摘いた

だいた図書館の奥に入ったトイレということではなくて、ここの部分に多目的トイレを充

実、大型ベッドの設置だとか、乳幼児連れへの配慮、オストメイト配置、で、別途に赤ち

ゃん・ふらっとということで授乳もできるスペース。それと男女のトイレを拡充したいと

いうふうに考えております。 

 で、図書館の受付自体も受付と事務室がちょっと離れたような形になっているので、そ

こも配置を少し変えるという形を検討しております。で、その図書館の受付の横にも、今、

バギー置き場も設置しようというふうにスペースを考えているところでございます。先ほ

どのトイレを拡張する部分ですね、そこの手前、この「ＢＤＳ」と書いてあるところの下

のほうなんですけれども、そちらのほうにバギー置き場も１階に設けると。バギーに関し

ましては、そのままエレベーターに乗って上のほうも行くんだろうなということですので、

２階、３階、４階のエレベーターを出た直前にバギー置き場をそれぞれに設けるという形

で、１カ所ではなくて、それぞれに設けたほうがいいだろうということで、そういった計

画をさせていただいております。 

 それと、駐輪場の屋根ということで、おっしゃられるとおりだと思いますので、もちろ

ん屋根をかけて、先ほどの赤い出入り口のところまではぬれずに行きたいなというふうに

考えております。ただ、駐輪台数に関しましては、全体のちょっとこの広場の関係もござ

いますので、今まだ検討しているところでございますけれども、新しく施設になりますの

で、相当自転車に乗ってくる方がいらっしゃるんだろうなというふうに考えておりますの

で、そこら辺の想定をどのぐらいで考えるかというところがちょっと課題かなというふう
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に考えております。 

 今、検討しているところはそういったようなところで、それは前向きに計画できるんで

はないかなというふうに考えております。 

 説明は以上でございます。 

○小林たかや委員長 いいですか。ちょっと気になるのは、レンタル自転車。（「ちよく

る」と呼ぶ者あり）ちよくる。レンタル自転車何か５台とか書いてある。（発言する者あ

り）ちよくる。 

○加島施設経営課長 先ほど言ったように、これ、駐輪場１５台、ちよくるレンタルとい

うことで、これ、ちよくるですね、５台ということなんですけど、果たしてその台数でい

いのかどうかというところがありますので、先ほど言ったように多分新しい建物は相当来

るだろうなと。一時期ですね。そういったものの対応ということもちょっと考えなければ

いけないと思いますので、まずは、このみんなの広場だとか、そこら辺をちょっと少し見

直して検討していく必要があるのではないかなというふうに考えております。 

○小林たかや委員長 ちよくるは、５台と勝手にここで書いても、１０台とか１５台とか

来ちゃいますよ。（発言する者あり）ちよくるって、別に駐輪場じゃないんだから、置け

るためには、置かないと、料金がかかるから、みんな置いていっちゃうんじゃないですか。

だからこの場所でいいかどうかもちよくるなんかは考えないと、大量、ないときはゼロ、

あるときは２０台になっちゃいますよ。こんな便利のいいところだったら５台どころじゃ

済まない可能性がありますよね。（「東郷公園も」と呼ぶ者あり）東郷公園もあるんでし

ょう。（「なくしちゃうんでしたっけ」と呼ぶ者あり）なくしちゃうの。（「あります」

「なくさないで」と呼ぶ者あり）だから、ちよくるについては、ちょっと普通の自転車、

所有者が特定できないんで、膨大にふえたり減ったりということが考えられるから、まず

５台でいいかということだけじゃなくて、場所の問題も考えないと、普通の自転車と一緒

でいいのかというのもあると思うんで、その辺も敷地の中で考えないといけないと思うん

で、配慮はいただきたいと思いますけど、いかがですか。 

○加島施設経営課長 この四番町の公共施設だけではなくて、今、東郷公園のところにも

設置ということで聞いておりますので、そういったところもあわせて検討をさせていただ

きたいなというふうに思います。 

○小林たかや委員長 はい。ここまでで何かありますか。いいですか。細かいことも含め

て。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小林たかや委員長 はい。 

 じゃあ、次に参ります。現計画の費用と変更後の費用が出ていますか、施設経営課長。 

○加島施設経営課長 ちょっとまだ資料が出せる状況じゃなくて大変申しわけないんです

けれども、今これ、四番町に関しましては予算という形なので、まだオーソライズされて

はおりません。ただ、幾らなんだということで前回もいろいろとありましたので、きょう

は説明できるところだけご説明させていただきたいなというふうに思っております。 

 まず、基本的な本体の工事費に関しましては、本年の２月１６日の当委員会で建設費と

いうことで１棟で７５億という形で建物の工事費ですね、それを出ささせていただいてお

ります。これに関しましては、基本設計だとか、まだ実施設計もしておりませんので、や
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はり平米単価という形で出さざるを得なかったというところで、今の基本設計の段階でも

やはりそういった考え方で出しているというのが基本でございます。 

 で、その中に含まれていない解体工事費、別でございます。それが今約５億８,０００

万ほど必要だろうというところでございます。それで、前回、はやお委員からもご指摘が

ありました、前回の資料で四番町公共施設整備の工事工期についてということで、アスフ

ァルト防水にアスベストが入っていただとか、既存くいの撤去でおくれますという話で、

その個別の具体的な金額を示せというお話でした。 

 ちょっと口頭で申しわけないんですけれども、解体工事アスファルト防水にアスベスト

を含むところで約６カ月の増ということで、これ、約１.４億円という試算でございます。

で、既存くいの撤去、これが３カ月増なんですけれども約３.６億円。（発言する者あり）

山留に関しましては約３カ月増ということで約４.４億円。で、トータル工事期間が延び

ますので、仮設だとかそういったものを含めて約１.９億円。これで約１１.３億円、１１

億３,０００万ということを想定しております。 

 基本設計を経た段階で構造等が確定してきていますので、それを想定して先ほどの基礎

免震構造だとか、で、今後、保育園、児童館だとか、防音だとか遮音だとか、そういった

グレードというんですか、その仕様を上げていく可能性もあるだろうなというふうに考え

ておりますので、そういったものを踏まえますと、約４億５,０００万ほどそれにプラス

されるだろうと。 

 最後に、環境配慮でございます。３５％以上の削減を目指すということで、これ、本当

は積み上げていかないとわからないんですけれども、あえてこの場でお話しさせていただ

くと、約２億二、三千万ぐらいかかるだろうなというところで、そういった先ほどの７５

億からプラスをして、トータルで約９９億と。そのぐらいだというところです。ただ、こ

れまだ区の内部でオーソライズされておりません。どこで意思決定したんだということで

あれば、まだ意思決定されてないんですけれども、金額幾らということでありますので、

予算として私が考えると、このぐらいの金額がかかるということでご説明させていただき

ました。 

○小林たかや委員長 はい。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林たかや委員長 次、仮設図書館の整備内容及び予算の検討状況。 

○永見文化振興課長 新四番町図書館ができるまで仮の施設での図書館の整備でございま

すが、地域の方々へ図書館サービスの継続を実施するために同じ近隣のエリアで民間施設

を探しておりますが、なかなか麹町地域の事務所、オフィスビルをほかの地域とも比べま

して空き室率というところも厳しい状況でございまして、今現在、仮施設の場所が見つけ

られておりません。それから、あとビルのオーナーの方々も、なかなか不特定多数の方が

ご利用になる施設ということで、セキュリティー上なかなか図書館の目的というところで

お貸ししてくださるところが今見つかっておりません。 

○小林たかや委員長 そんな不安なことを報告されても困ります。 

○永見文化振興課長 ああ、はい。まだ近隣施設で継続して探していきたいと思っており

ます。 

○小林たかや委員長 それは保育園の敷地と同じ話になっちゃいますよ。保育園の敷地は
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なくちゃ困るから、子どもがいるからどうしても借りてきたわけでしょう。でも図書館は

子どもじゃないし、万一もし閉めたって大丈夫だから、なくてもいいよというふうに聞こ

えちゃいますよね。だって難しいものこんな図書館広いところを探すのは。だからそこは

安心するような報告してくれないと、ずっとその方向ですよ、今まで。 

○小川文化スポーツ担当部長 ただいま課長が申し上げましたように、仮施設の選定がま

だできていないというのは事実でございます。仮施設でございますので、現施設の面積を

もちろんそのままということではなくて、ある程度コンパクトに必要な機能に絞ってやる

ということも考えてございますし、場合によっては、例えば児童書が中心となっている現

行の運営を考えれば、近隣の公共施設、例えば子どもが集まるようなところに一部例えば

現在の機能を持っていくということも含めて検討してございます。いずれにしましても、

鋭意適地を探してございますので、もうしばらくお待ちをいただきたいと思っております。 

○小林たかや委員長 はい。非常に不安なご答弁になっておりまして、本当にこの番町の

地で仮図書館のスペースを見つけられるのかどうかというのは非常に難しいですよね。そ

れはみんな知っていると委員の方も皆さんそう思うんですけど、といって難しい難しいと

ずっと言ってしまったら、結局できないということになっちゃう、仮図書館が。だからど

こかで考え方を変えるとか、めどをつけないと、図書館の問題がいつになっても解決しな

いからここに課題に上がっておるんでして、その辺を今までの答弁はスタートしたときか

らずっと同じなんですけれども、２年前から。２年前も仮図書館については難しいという

話をしておりまして、今も難しかった。２年たっても難しいということなんで、これは早

急に何らかの対策を立てないと、図書館については委員会としては了承することができな

いと思いますけどね。委員の方、いかがですか。 

○はやお委員 もうリアリティーにやらなくちゃいけないという、もうここに来ると我々

も決裁して進んできているわけですよ。で、そうすると、仮図書館というのは冊数がどの

ぐらい縮小してでも、このぐらいとかというそういう検討に入っていただかなくちゃいけ

ないような段階なんじゃないのということを委員長がおっしゃっているのかな。だからそ

の辺をもうオープンにしていこうよと。そうすると、平米数はどのぐらいで、お金もこの

ぐらいになってくるんじゃないの、このくらいだったらすぐ見つかるんじゃないのという

ことの検討を我々のほうも報告いただきたいと思います。 

○小川文化スポーツ担当部長 実は、当初の想定が受付カウンター程度を設ける、１００

平米相当のスペースと、あとはいわゆる保管スペースを３００平米程度を設けようという

ところからスタートをしてございます。しかしながら、仮施設であっても、一定程度事務

室と、あるいは閲覧スペースと、そういったものも一体的に必要ではないかといった意見

もいただいた中で、今、幅広に検討しているということでございます。できれば事務スペ

ースと保管スペースではなくて、一体としたスペースを探しているところではございます

が、やはり時間も限られてきた中で、当初の予定どおり、例えば貸し出しだけのスペース

を設ける、保管はまた別のスペースにするといったことも含めて、あるいは先ほど私が少

し申し上げたことを補足いたしますと、ある程度の機能分散をして、１カ所ではなくて、

少し分かれた形であっても機能を維持するような形で仮設ができないかということを含め

て検討していきたいと考えております。 

○小林たかや委員長 林委員。 
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○林委員 機能分散というのは、これはもうやむを得ず、この規模の今の四番町図書館の

規模の広いところといったら、思い当たるのは１カ所ぐらいしかないものですから、そう

すると分散という。これ自体、分散することはいいと思いますよ。まちかど図書館みたい

な形で分野別でもいいですし。これ判断するのはいつになったんですかね。前回スケジュ

ーリング表が出ていましたけれども、分散をかけて子ども用の図書館をつくるとか、まち

かど図書館のようなものにするとかって判断していく、要は内部の決裁ですよね。意思決

定するのはどれぐらいのところで分散型で仮図書館をやるとかやらないとか、工期がおく

れているわけですよね、平河町のほうの。そうすると必然的に上にお住まいの方の、住宅

にお住まいの方のお引っ越しの期間も延びるわけですよね。しばらく四番町にいていただ

くと。で、図書館のほうも、もうしばらく今の施設で四番町図書館が営業というか、運営

できるような形になると。そうするといつのタイミングで判断を１カ所にするのか２カ所

になるのか、規模を縮小するのかですとか、もろもろの検討をやっていこうと考えられて

いるんでしょうかね。本当に住宅だけの問題だとしたら、やっぱり２棟がよかったじゃな

いかと。パブリックだったらすぐできちゃうんじゃないかという話にもなってきてしまい

ますので、ここの判断基準というのをちょっと早目にお知らせしていただかないと、図書

館というのは全世代の方々が利用する数少ない区の施設ですし、住民の利用客も非常に多

いところですから、ここはどなたと話して、部長が何でそうなったのかというのをやっぱ

りきれいな形で利用者にも説明していかないといけないと思いますので、いつなんでしょ

うかね、それは。 

○小川文化スポーツ担当部長 現時点で想定されるスケジュールで言いますと、平成３１

年の１２月から仮図書館の供用を開始したいというような形になってございますので、さ

らにそこから逆算をいたしますと、その施設の中の改修の状況がどうかにもよりますが、

多少の幅を見込んで、少なくともその半年前には行き先が決まっていないと厳しいだろう

ということを見立てております。したがって、そのさらに数カ月前の時点で、先ほど林委

員がご指摘いただいたような運営方法については決めていきたいということでございます。

したがって、時期としましては平成３０年度の後半から３１年度の前半の早い時期にかけ

てはその運用方法について決めていきたいと考えております。 

○林委員 いや、だから…… 

○小林たかや委員長 ちょっと待って、休憩します。 

午後３時２９分休憩 

午後３時３６分再開 

○小林たかや委員長 委員会を再開します。 

 それでは、文化スポーツ担当部長。 

○小川文化スポーツ担当部長 移転の施設の決定につきましては鋭意努力をしております

が、今の時点では時期が未定でございます。先ほど申し上げたスケジュールがリミットと

考えますけれども、利用者に対してはきちんと説明をした上で混乱のないような対応をし

てまいりたいと考えてございます。 

○小林たかや委員長 はい。それでは、次、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林たかや委員長 図書館は以上です。次、職員住宅用民間借上住宅の具体的な内容及
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び予算の検討状況。 

○大谷人事課長 四番町職員住宅を建てかえするに当たりまして、現在の戸数２０戸分を

借上住宅で確保する予定でございます。その借り上げた職員住宅につきましては、新四番

町職員住宅完成後も継続をして借り上げ、新四番町職員住宅には新たに入居者を募集する

予定でございます。今年度、平成３０年度は世帯用、単身用合計７戸を、平成３１年度に

ついては残りの１３戸を借り上げる予定でございます。 

 借り上げにかかる費用としましては、合計２０戸を借り上げるに当たって１年間かかる

総額は４,８００万円程度でございますが、今年度７戸分の借り上げをするに当たっては、

３カ月分プラス諸経費込みで１,０００万円程度の予算を計上してございます。来年度に

つきましては、残りの１３戸、１０カ月分確保するために諸経費込みで３,２４４万５,０

００円程度を計上する予定でございます。 

○小林たかや委員長 はい。 

 はやお委員。 

○はやお委員 で、その借り上げをするというのは、どういうところを何か考えられてい

るのか。というのは、結論から言うと、実際のところの今まで借上住宅が今回なくなりま

した。で、そういうところに充当していくとなると、建築上もかなり設備として機能があ

るということからしたら、普通に考えると、そういうものを充てていくというのはどうな

のかなと思うので、その辺はどういうふうに検討されているのか。 

○大谷人事課長 現行、麹町地区に今つくっている仮住宅の活用というところのことでし

ょうか。 

○はやお委員 借上住宅もあるのかな。 

○大谷人事課長 今回…… 

○はやお委員 なくなっちゃった。もともとなかったんだっけ。 

○大谷人事課長 今、単身用の借上住宅は全体で今２５戸ほどございます。これから世帯

用１０戸、単身用１０戸を四番町の建てかえに当たって借り上げていく予定でございます。

こちらに関しましても、現行の職員住宅の配置に関する、区内にバランスよく配置すると

いう考え方のもと、なるべく地域を分散させて借り上げていくことを想定しておりますが、

なかなか物件等が流動的になってまいりますので、そのあたりなるべくというところで、

今現在頑張って、確保の方向でいる予定でございます。 

○はやお委員 ちょっと私が言っているのは、まあ、今単身用のという、何ですか、レイ

アウトというか、１ＬＤＫだとか何だとかというそういうことがマッチングしないという

話で言っているということなんですね。というのは何かといったらば、いろいろさまざま

ないろいろ意見がありました。というのは、実際のところ２０年ですよ、借上住宅はとや

りながらも、お聞きのように、いろんな話が担保として出回っていたんで、それでやるん

であれば、ある程度オーナーさんに対してこういうふうに職員住宅に充当するという形の

中で検討はどうされているのかなと。そうなると平岡さんのところになってくるんだけど。

また、平岡さんじゃない。 

○林委員 住宅課長。 

○はやお委員 住宅課長のところ。そこをちょっとお答えいただければ。 

○小林たかや委員長 住宅課長。 
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○平岡住宅課長 今、はやお委員からご指摘を賜りました。借り上げ型区民住宅、それか

ら借り上げ型区民住宅に併設しておりました借り上げ型職員住宅でございます。こちらは

これまでの借り上げ型区民住宅の制度満了に伴います対応といたしましては一律でござい

まして、２０年を経過したというようなことで併設をしております住戸全てをオーナーに

お返しするというような方針のもと、住宅を終了させていただいたというようなことでご

ざいます。これまで使っておりました借り上げ型職員住宅もそれとあわせてオーナーにお

返ししたというような現状に立っておりますので、その部分の住宅の活用というのは今の

ところはできないというようなことで認識をしております。 

○小林たかや委員長 はやお委員。 

○はやお委員 まあ、それは、制度上、契約上そうなっていますけれども、今後例えばそ

ういうところについて、あいたらば職員住宅として借りられないのか。そういうように借

り上げることによって、ウィン・ウィンとは言わないけれども、今まで何かあったんじゃ

ないんですかというぐらいに非常にオーナーさんから反発をいただいているという状況を

踏まえたときに、やっぱり優しい対応をしてあげるということが必要なんじゃないかとい

うことなんですよ、それはそうですよ、制度２０年で民民で考えたら、契約からしたら法

定的にはもう、そのとおりなんですよ。だけども少しその辺は配慮というのがお互いに全

庁的にやったほうがいいんじゃないんですかということですから、お答えいただきたい。 

○平岡住宅課長 その点につきましては、各オーナーさんはもうやはりご認識がそれぞれ

にございます。例えば区に借りてほしいというふうにおっしゃる方もいれば、ご自身で民

間住宅として運用されたいという方もいらっしゃるというようなところでございまして、

一部の住宅だけをちょっと借りるというような区の考え方が当初からございませんでした。

そのために、今回は一律に借り上げた区民住宅は終了させていただいたというようなこと

でありまして、その後のオーナーも、さまざまな運用を伴って民間住宅として今充実した

運営をされているというふうに私も伺っております。今後、そういう運営につきましては、

検討は十分させていただきましたが、今のところそういった運用の仕方は考えていないと

いうところでございます。（発言する者あり） 

○木村委員 関連で。 

○小林たかや委員長 木村委員。 

○木村委員 はやお委員の意見もよくわかるんですよね。ただ、住民を追い出しては、職

員を……（「いやいや、追い出してない」と呼ぶ者あり）いやいや、現実はね。（発言す

る者あり）現実は住民が出ていって、住めなくなって、それで職員をというのは、これは

住民感覚からしてなかなかご理解いただけないだろうと。ですから、ただもう一度ね、も

う一度、やはり新たな契約を交わして、職員と居住者が引き続き継続できるようにしてい

く必要があるだろうと。（「そうそうそう」と呼ぶ者あり）今の契約更新が過ぎたところ

は、今、民泊になっていますから、なっているところがありますから……（「それ、大変

な話だよ」と呼ぶ者あり）で、居住者の居住安定が図られることなく、今、民泊として活

用されているという状況になっているところがあるわけですよ。これはオーナーさんとし

ては経営していく上でやはりそういう選択もあり得るのかなと思うんだけれども、これも

やはり区民がどう見るのか、どう考えるのかという視点で、やはり行政は対応策を検討す

べきじゃないかと思うんですね。今、職員住宅を探すのも非常に苦労しているという現状
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があるんですから、改めて再検討していただいてもいいんじゃないかなと。党派を超えて

の要望でありますので、ぜひご検討いただけないでしょうかね。 

○小林たかや委員長 住宅課長。 

○平岡住宅課長 木村委員からご指摘いただいた点なんですが、私どものほうでも、今い

る入居者様に対しましては終了に伴う支援措置等をさせていただく。それからその他ご相

談をさせていただくというような中で、生活に関するご相談をさせていただくということ

で、不安の払拭、それから入居者さんの入居のご支援というようなことをさせていただい

ているというようなところでございます。そこのちょっと原点に戻って、借り上げた区民

住宅を復活させるというような考え方は、やはり契約の終了をもって状況をこれで維持し

ていくというようなことで考えさせていただいておりまして、現状ではそういった考えに

は至ってございません。 

○小林たかや委員長 はい。考えに至っていないということでございますので、よろしく

お願いします。 

 次行きます。（発言する者あり）よろしいですか。 

 あ、岩佐委員。 

○岩佐委員 すみません。先ほどのご答弁ちょっとわからなくて。整備後も引き続き借り

上げるということは、職員住宅が２０戸、平成３６年度、２０２４年度以降はふえるとい

う理解でよろしいのでしょうか。 

○大谷人事課長 現在、職員数の大体約１割の職員住宅を確保しようというふうに考えて

おりまして、その方向で今計画を立てているので、３７年度、四番町職員住宅が新たにで

きたときにはそのくらいの戸数になるというふうに、今のところ計画上は立てております。 

○岩佐委員 職員住宅に関しては確かにもっとふやしていってほしいと、折に触れて皆さ

ん言ってきたことなんですけれども、今ちょっと疑問に思ったのは、この建てかえがあっ

たから、まあついでじゃないですけれども、計画的にどれだけというのにいきなり感があ

ったもので、そうすると、じゃあそれまでは今の戸数でよくて、３６年度、３７年度から

いきなり２０戸ということでもまたちょっと違和感があるんですね。だからそこに関して

はどういう計画をどの時点から立てられたのかというのはもう一度ご説明いただけますか。 

○大谷人事課長 職員住宅の戸数についてはさまざまにご意見をいただいてきたところで

ございます。私の前の前任からも検討してきたところです。昨年の決算の委員会の際に、

職員住宅もうちょっと広くふやしたほうがいいんじゃないかというのを直接ご意見いただ

きまして、今回、四番町を建てかえするに当たって職員住宅をどう整備していくことがあ

るかというところを急いで検討を進めたところでございます。で、職員数の約１割程度職

員住宅確保しようというふうなところに立ったときに、現行四番町職員住宅がなくなるの

で、２０戸減するのでまず早急に２０戸拡充しなければいけません。で、その後またさら

に四番町職員住宅建つ前に２０戸確保してしまうと、今度、四番町職員住宅が建ったとき

に物すごく急激にふえてしまうというふうなところもありましたので、段階的にふやして

いくというふうなところで、ちょっと四番町職員住宅新しいのが建った時点で１１０戸ぐ

らいになることを目標に段階的にふやすというところで今回の計画を立てさせていただい

ているところでございます。 

○岩佐委員 じゃあ、ふやすことに関しては異論はないんですけれども、どの地域にどれ
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ぐらいということは今しっかり把握をしていて、それで計画的にここで何世帯、ここに何

戸というようなことまで考えられていらっしゃるんですか。 

○大谷人事課長 現行、出張所区域別に職員住宅の配置状況を確認させていただいている

ところでございます。ただ、やはり直営型の職員住宅があるところについては一定程度の

戸数が確保されていますので、直営型の職員住宅がないところを中心に借り上げ型の職員

住宅の確保に当たっているところでございます。ただ、やっぱり若干出物でございますの

で、なかなか出てこないところはその近くというところの観点で確保するというところで、

基本的には全区域に分散させることを意識して借り上げております。 

○小林たかや委員長 はい。次行きます。それでは、職員の民間住宅借り上げについては

終了します。 

 次、（仮称）麹町仮住宅について。メトロとの協議の経緯、経過、意思決定について。

いつ、誰が、どのように決定したか。資料はありますか。 

 説明をお願いできますか。 

○平岡住宅課長 環境まちづくり部資料１に基づきましてご説明させていただきます。 

 本件資料は、前回の特別委員会でお尋ねをいただきました（仮称）麹町仮住宅の永田町

駅出口接続にかかる東京メトロとの打ち合わせの概要につきましてまとめたものでござい

ます。 

 資料１段目の平成２９年８月２４日でございますが、区長宛ての「永田町駅４番出口安

全およびバリアフリーに関する要望」を平河町二丁目町会からお受けいたしました。その

内容は、通勤時間帯（平日朝８時半頃）は上りが渋滞し長蛇の列となる。将棋倒しの危険

性も懸念される。例えば（仮称）区立麹町仮住宅新築工事にあわせて、バリアフリーの出

口を新設するなどのお力添えをいただきたいというようなもので、区として麹町仮住宅の

工事にあわせ一緒に整備できるか検討を始めた時点となります。 

 このご要望をお受けしたことを受けまして、その下の２段目でございます。区から東京

メトロに対し、上記要望の実現可能性についての打合せ、こちらを平成２９年９月～１１

月まで行いました。東京メトロのほうからは、受け口の確保ができるのであれば、階段等

の連続的な出口整備を行うことを条件に、バリアフリー整備は可能との見解をお受けして

おります。 

 その下、３段目の平成２９年１１月２１日ですが、第１回旧千代田保健所跡地利用の検

討協議会を開催いたしました。その内容としましては、先ほど申し上げました要望書と同

じ平河町二丁目町会からのご提案で、４番出口の混雑や危険性、バリアフリー化されてい

ない点と、仮住宅新築工事に伴いましてバリアフリーを含めた出口整備をご要望されてい

まして、検討協議会としてバリアフリー化された出口の設置を仮住宅整備にあわせて設置

できるよう区に要望していくことなどの必要性のご集約がありまして、区として継続して

検討することをお伝えしております。 

 この要望をお受けいたしまして、その下の４段目でございます。平成２９年１１月～翌

年３０年の１月まで、東京メトロと地下通路の仕様に関する技術的な打ち合わせを行いま

した。地下通路の接続に伴い仮住宅の地下構造物は３メートル程度を当初計画しておりま

したが、この打ち合わせの中で１０メートルにする必要性があること。出口、受け口の位

置としまして北側エントランス脇か南側集会室側かなどの点を東京メトロと打ち合わせ、
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南側に設置することが適切であるというふうな確認をさせていただきました。その打ち合

わせを経て、環境まちづくり部だけでなく、政策経営部との調整を経て庁内判断を得てお

ります。 

 ５段目、平成３０年１月１５日でございますが、第２回の旧千代田保健所の跡地利用の

検討協議会を開催いたしました。その内容は先ほどの４段目でご説明しましたとおり、東

京メトロとの地下通路の仕様に関する打ち合わせで確認できました内容としまして、区立

麹町仮住宅内に永田町駅４番出口のバリアフリー化の受け口を設置する方向、こちらにつ

きまして報告をさせていただきました。なお、こちらにつきましては、１月２６日の都市

基盤整備特別委員会に報告をさせていただいております。 

 この検討協議会の後に、最後の６段目で東京メトロとの打合せを平成３０年２月～８月

まで行いました。その内容は、整備手法や費用負担等につきまして、例えば国道等との道

路管理者との占用に関する調整。それから、道路下の埋設物に関する調整。整備工法や復

旧方法などについてというものでございます。通路相当の長さが２５メートルに及ぶもの

でございます。かつ道路管理者や地中埋設物等の設置者との調整が必要でございますので、

一定の時間を要するとの意向を東京メトロからは示されております。地域からのご要望で

あることを受けとめ、メトロ等の関係機関への働きを今後とも続けてまいります。 

 ご説明は以上でございます。 

○小林たかや委員長 はい。質疑、質問を受けます。 

○木村委員 この四番町公共施設計画の全体に一貫して流れているものとして、住民参加、

住民合意が不十分だということと、経過が極めて不透明だということだと思うんです。で、

これまで当該委員会での報告は、第１回検討協議会が常に出発でした。ここで平河町二丁

目の町会長からご要望が出されたと。で、検討協議会としてまとめられて集約されたと。

それを受けてメトロとの協議が始まったという説明だったんだけれども、その前から要望

が出されてメトロと検討していたということが初めて示されました。なぜこの場で隠して

いたんですか。ご説明ください。（発言する者あり） 

○平岡住宅課長 ８月２４日、この時点ではまだ平河町二丁目町会様のほうから、このバ

リアフリー設置の要望というのは初めて私どものほうもお示しいただいたところでござい

ます。ここから検討協議会に入るまでの間、どういった形で町会のご要望というのが実現

できるのかどうなのかというようなところを下準備としてお調べさせていただいていたと

いうようなところでございます。それから地域のご要望をさまざま検討させていただく場

でございます検討協議会までの間に、こういった整備が可能かどうかというようなところ

をまずは確認させていただくというような姿勢で私どものほうは調べさせていただいてい

たというような実情でございまして、実務的になるのかどうかあれですけれども、その中

身についての実現可能性をあくまで把握させていただいていたというようなところでござ

います。 

○木村委員 そうしますと、第１回検討協議会の前には、その辺で可能性、可能かどうか

ということは既にメトロとの協議を終えていたと、そういうことですね。確認です。 

○平岡住宅課長 まだこのときには、ちょっと技術的にどういうふうに結ぶのかというよ

うなところがまだはっきりとわからないといいますか、これから煮詰めていかなければな

らないというようなところでございます。そこで、こちらにもお示しさせていただいてお
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りますとおり、可能なのかどうなのかというようなところを中心にご確認をさせていただ

いたというようなところでございます。 

○木村委員 ですから、第１回検討協議会が開かれる前には、既に可能との見解を受ける

というふうになっているわけだから、もう既に結論は出ていたと、検討協議会の前に。あ

たかも検討協議会から出た要望なので区としても受けとめるんだというふうにするために

隠していたんじゃありませんか。違いますか。 

○平岡住宅課長 こちら資料の２段目にも書かせていただいておりますが、住宅の中に受

け口の確保ができるのかどうかというようなところが非常にポイントとなっております。

既にこのときには、当初案というような形で、設計も進んでおりました。ただし、受け口

ができなければ、こういったことができないというようなこと、受け口ができなければ出

口の整備ができないというようなところでございますので、その観点を詰めるというよう

なことが、この期間において必要なことであったということで、進めさせていただいたも

のでございます。 

○木村委員 ２段目の「受け口の確保ができるのであれば」という次なんだけれども、

「階段等の連続的出口整備を行うことを条件に」というのは、これは誰が条件をつけてい

るわけ、これは。 

 町会の要望というのは、バリアフリーの出口だから、いわゆるエレベーターだけでしょ

う。だって、安全及びバリアフリーに関するご要望なので。あの町の高齢化が進んでいれ

ば、当然エレベーターの設置要望はございますでしょう。これは、前から私も聞いていま

したから。で、その階段等の連続的な出口整備を行うことを条件にというのは、これはど

こから出てきたんでしょう。エレベーターのほかに階段も設置するということなのかな。

ちょっと意味合いと、誰が言ってきたのか教えてください。 

○平岡住宅課長 この間はメトロさんとの打ち合わせをさせていただいていたわけですが、

実際には、エレベーターというのはバリアフリーということで、町会さんのほうから出て

いるご命題にお答えできるものとして検討させていただいたと。ただし、東京メトロさん

の側からすれば、４番出口は、非常に朝、この町会さんのご要望にもあるとおり、渋滞が

非常にしていて、とても危ないというようなことであります。ですので、エレベーターで

すと、そのエレベーターを乗る瞬間だけしか動線が動かないというようなことでございま

すので、エレベーターが着床しない間も連続して外に出られるようにすることで、バリア

フリーであることと、それから危険の除去もできるというようなことで、東京メトロさん

のほうからお話を頂戴したというようなところです。 

○木村委員 これ、エレベーターだけの設置だったら、もっと工事期間って短いんじゃあ

りませんか。あるいはかかる費用、これをもっと少なくて済むんじゃありませんか。だっ

て、地元の要望はそれなんだから。いかがでしょう。ちょっとそれを教えてください。 

○加島施設経営課長 はい。場所的に、まず仮住宅の前面ですね、道路側にエレベーター

は、まず設けられません。それは、建物自体の天空率だとかいろいろなものが決まってい

ますので。そうすると、建物の中におさめるしかないと。で、入り口というのは設備関係

のやつが相当入っているので、奥側に持っていくしかないということでございます。 

 で、じゃあ、エレベーターだけでということでも、やはり今回のような工事が必要にな

りますので、階段を設けないでエレベーターだけということでも、それほど工事費だとか、
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そこら辺は変わらないかなというふうに考えます。 

○木村委員 どのくらい違うんですか。言っておきますけどね、すごい勢いでラッシュの

ときは人が上がってくるわけですよ。で、四番町住宅のあるお年寄りは、怖いから行きた

くないという方が出てきましたよ。だって、朝、例えば病院に行くと、あるいはデイサー

ビスで下のおりたというときに、ラッシュアワーで、わーっと人が出てきちゃうと。「怖

い」と言うわけですよ、デイサービスに通っているお年寄りは。これ、メトロの要望を受

け入れたからそうなったんじゃありませんか。平河町住民の要望だけで済ませていれば違

っていたんじゃありませんか。で、工事期間と工事金額というのは、その階段をつけるか

つけないで、どれだけ違うのかというのを具体的な数字を私、知りたいんだけれども。 

○加島施設経営課長 工事期間と工事金額に関しましては、先ほど申し上げたとおり、そ

れほど変わらないというふうに思っています。それは、先ほどご説明したように、建物の

奥側まで掘り進めて、そこから上げるという形になりますので、金額で変わるとすれば、

階段の躯体の設置料なので、それがコンクリートの堆積、鉄筋の量とかというそういう形

ですので、それはそんなに大きく金額が減るというものではございません。 

○木村委員 ちょっとその辺、具体的な数字が示されないんで、ちょっと何とも判断でき

ないんですね。ただ、使う敷地面積の使う部分というのは、全然違うでしょう。今回、エ

レベーターと階段を設置するから、もともと車庫用にしていた土地もなくなった、あるい

は駐輪場もなくなったという、そういう経過があったんだけれども、両方整備するという

ことでそうなったんじゃありませんか。 

○加島施設経営課長 図面を見ていただくと、位置的には、エレベーターの位置というの

は、奥にならないと、建物の配置の関係だとか、先ほど設備の関係だとかってございまし

たので、そこについて、奥という位置が決まります。で、階段があろうが、エレベーター

だろうが、連絡通路の幅だとか高さだとかというのは、やはりメトロに規定がございます

ので、そういったものの基準に合わせる。だから、そこら辺は変わらないです。 

 そうすると、階段を設置するかどうかということですので、それを躯体で打つかどうか

ということになりますので、先ほどご説明したような鉄筋コンクリートの量だとか、あ、

コンクリートの量だとか、鉄筋の量の差という形になってくるかなというふうに考えます。 

○木村委員 じゃあ、ちょっと最後にその１点だけ。 

 そうしますと、階段をつけなければバリアフリー整備は不可能だというのが、メトロの

見解だったわけですか。階段等の整備を行うことを条件に、可能という見解を受けたと書

いてあるんだけれども、これ、階段を受けない場合、つけない場合には、不可能というふ

うにメトロは言っていたということなんでしょうか。 

○平岡住宅課長 メトロさんとのご協議は、あくまでもバリアフリーというようなリクエ

ストに関しましては、エレベーターをつけさせていただくことで、お打ち合わせをさせて

いただきました。ただ、階段がもしつかなければという点からしますと、やはり階段がつ

かないと、これは受け口ということでおつなぎすることは難しいということをご案内いた

だいたところであります。 

○木村委員 この間、はやお委員かな、林委員かな、言われたけれども、メトロの利用者

は、安全確保のスキームというのは、第一にメトロにあるわけでしょう。（「そうだ」と

呼ぶ者あり）４番出口が狭いから、来るからね、こっちにも階段を設けてくれと。それは
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メトロの責務でやるべきことなわけですよ。区がやるべきことは、仮住宅に居住される住

民の方の安全をどうやって守るかと、そこにあるわけでしょう。 

 ところが、現実は、四番町住宅の住まいから行きたくないと、怖いからとおっしゃって

いましたよ。だって、あの勢いが――ある方はバッファローとおっしゃっていたけれども、

ラッシュ時にですよ、下から、地下からわーっと出てくるわけですよ。で、玄関を出たら、

左側からばーっと来るわけですよね。で、皆さん、７０、８０、９０の方がお住まいにな

るわけですよ。で、そういうことを考えなかったのか。 

 しかもですよ、これに伴っての工事のおくれで、工事のおくれで、まああんまり変わら

ないと言っているけれども、ちょっとどの程度かちょっと具体的な期間とか数字がわから

ないので、何とも言えないけれども、それによっては、本体工事にも多大な影響が出てき

ているわけですよ。（発言する者あり） 

 何かこう、メトロさんの示した条件に従って整備をするというやり方は果たしていいん

だろうか。（発言する者あり）これは、そういう印象をですね、強く受けましたので、ち

ょっと明確にお答えいただきたいと。ちょっとこの２行のところでは、そのことをもう一

度お答えください。 

○小林たかや委員長 環境まちづくり部長。 

○保科環境まちづくり部長 じゃあ、私のほうで若干補足をさせていただきます。 

 ご指摘でございますけれども、まずは、８月２４日、昨年いただきました平河町二丁目

の町会からのご要望でございます。これにつきましては、バリアフリー出口を新設すると

いうご要望のほかに、一つは、現行の４番出口が、２４６のところですが、出口に行くに

従って、どんどん先つぼみになると。そこに長蛇の列になるということです。 

 で、その危険を解消しなければいけない。そのためには、エレベーターであれば、１回

定員に乗ってしまうと、連続的に人を吐き出すことができない。そのためには、例えばエ

レベーター以外の手法。ここでは階段という形になりましたが、ほかには、例えばエスカ

レーター等の手法があるかと思います。メトロさんの見解も、ここはバリアフリールート

が確保されている駅でございますので、連続的に人を地上に送るための仕組み。で、ここ

ではたまたま階段という選択になったわけでございますが、それが必要というところです。 

 ですから、ここは、当初いただいた平河町二丁目の町会からのご要望とメトロさんの見

解は一致しているというふうに私どもは認識をしておるところでございます。 

 また、先ほど、後段でいただきました現行の四番町アパート、四番町住宅にお住まいの

皆様方のご意見でございますね。これにつきましては、事実として移転時期が８カ月延び

るというのは、前回ご報告させていただいたとおりでございます。この点につきましては、

私どもも早急に住宅の皆さん方に対する説明会等も開催をして、改めてご理解を得る努力

をさせていただければありがたいと考えてございます。 

○木村委員 ちょっとちなみに一つ。ちょっとその辺は、申しわけないですけれども、部

長からご答弁いただいたけれども、納得できません。 

 それで、もう一つ、その概要の中で、結局この工事内容に入ったことで、８カ月おくれ

ると。これの皆さんが共通認識に立ったのはどの時点ですか。 

○加島施設経営課長 ８カ月おくれるというのは、ここの、前回の、すみません、私のほ

うで説明させていただいた政経部資料の１の表があるんですけども、その７月２０日の契
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約変更会議、そちらで区の中の、公式にはそこで報告したというようなところでございま

す。 

○木村委員 担当の方が施設経営課のほうでしょうか、それを知ったのは。まあ全体にと

いうのが７月２０日と。直接知ったのはいつごろかな。 

○加島施設経営課長 大変申しわけございませんでした。７月の頭に、我々施設経営課と

して、８カ月かかるだろうというのを請負業者のほうと最終的に整理して、そこで、課の

ほうで集約したと。で、それを庁内の正式な契約変更会議なんですけども、それが７月２

０日に報告したというような状況でございます。 

○木村委員 そうしますと、これ、まあちょっと一つ一つメトロとの協議がどうなってい

るのかというのを知りたいんだけども、これ、ちょっと確認していくと時間もなくなっち

ゃうんで。 

 ただ、うーん、この８カ月のおくれで、果たして済むのか、今回の計画。で、恐らく当

然日テレさんとの使用貸借期間も過ぎてしまうと。平成３５年の３月ですか、過ぎてしま

う。で、じゃあ、本当に、じゃあ申しわけないけれども、次の交渉、じゃあいつまで、ち

ょっと申しわけないけどもこういう事情なので、次のいつまでというふうに交渉できるん

ですか。（発言する者あり）非常に流動的なんじゃありませんか。だって、何が起きるか

わからないじゃありませんか。 

○加島施設経営課長 前回の委員会でもご説明させていただいたつもりなんですけど、ち

ゃんと説明できていなかったのかなというところなのかなと。 

 まず、仮住宅の８カ月が、四番町の公共施設整備にその８カ月のおくれが影響するかと

いうことだと思うんですけれども、それに関しましては、本日のここの中の一項目でもあ

るんですけど、工期には影響はしませんということで、何回かご説明をさせていただきま

した。それは、もともと四番町の公共施設の工事着手に関しましては、解体工事から入る

と。それの内装の解体工事になります。で、アスベストが出たとかいうところももちろん

ございますので、住宅の方々は、上にまだ住んでいらっしゃるんですけれども、下のもう

既に出ている児童館、保育園、また図書館に関しては、先ほどございましたけれども、出

た、出るということを想定して、そこら辺のところの着手をしていくと。内装解体を行っ

た上で、先に下のほうの内装解体を行った上で住宅の解体に入りますので、そういった意

味では、四番町の公共施設整備に関しての影響は、麹町仮住宅の８カ月は影響ないですと

いうことでご説明させていただきました。 

 一方で、四番町公共施設整備については、前回ご説明したとおり、アスベスト、防水に

アスベストが出たり、くいの撤去だとかそういった大型の重機が入れなかったりだとか、

山どめにもう一段仮説が必要になるだとか、そういったものと、あと近隣に対する関係だ

とかということで、それ自体でもう、ちょっと工期が延びてしまうということですので、

先ほどご説明したように、仮住宅の８カ月がストレートに四番町の整備に影響していると

いうことはないということですので、そこら辺は、申しわけないんですけど、ちょっとご

理解いただきたいなというふうに考えております。 

○木村委員 ごめんなさい。私が言ったのは、８カ月のおくれで本当に済むんですかとい

うことなんですよ。これ、わからないでしょう。大変なんだ。まあどういう工事なのかあ

れだけれども、（発言する者あり）これで８カ月のおくれですと言ったけれども、本当に
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８カ月で、おくれで済むのかと。 

○加島施設経営課長 はい。大変失礼いたしました。麹町仮住宅のみのお話ということで

ございますね。 

○木村委員 はい。 

○加島施設経営課長 で、今、それを８カ月ということで考えております。今、ちょっと、

もともとの既存のくいが干渉しているので、それを壊しながらということでやっています。 

 今、先ほどから出ている地下鉄の通路を掘るための山留工事をやっているところです。

それが、１０月、１１月ぐらいで終わると思うんですけれども、それが終われば、地下の

ほうのスケジュールというのがもう大体見えるだろうということで、そこには今のところ

支障がないということなので、スムーズに８カ月で行くだろうというふうに考えておりま

す。 

 ただ、やはり地下の埋設物、既存の埋設物だけじゃなくて、その下にあるものだとかと

ございますので、そこで何か出たら、やはりプラスというのは委員おっしゃられるとおり

８カ月で終わるのかというのは、それはあるとは思います。 

○木村委員 九段小学校のように、それを建てかえるというのが目的な場合ですよ、いろ

いろ障害物が出てきた場合には、お金も時間もかけて、それを取り除いていくと。これは、

ある意味当然のことだと思うんです。しかし、今回の場合、事業の目的というのは、四番

町の公共施設を建設するということでしょ。そのために仮住宅が必要だということでつく

り、さらに地下鉄と接続をするんだということで工事が始まっちゃって、おくれていると

いう、そういう問題なわけですよ。 

 ですから、本体と二重に離れている問題で、今、手こずっているわけですよ。で、８カ

月というのも、地下から何が出てきたかそれはわからないと、そういう性格のものでしょ

う。でね、また話を元に戻すというつもりはないけれども――あ、つもりはあるんだけれ

ども、これは、福祉まつりがこの間開かれたじゃないですか。（「うん」と呼ぶ者あり） 

福祉まつりってね。で、そこで「ボランティア合併号 ご近所かわらばん」というのを参

加者の皆さんに配っていただいて、そこで、各地区でコア会議というのを実施しているわ

けですよ。それで、麹町地区では、コア会議で出た議論として、「麹町大通りの南側に集

まれる場所があると良い」と、こういうことなわけですよ。麹町、千代田保健所の麹町庁

舎跡地というのは、本当にそういった意味では絶好の場所で、あの周辺住民の方にとって

は、かけがえのない地域の拠点になる施設なわけですよ。それで、やはりそれを本当に住

民参加と住民合意を経て、この事業を進めていくということだったら、四番町の計画と切

り離してね、切り離してこの麹町庁舎の跡地の活用というのをそれこそ周辺住民の参加の

もとで再検討すべきじゃないかと。そうすれば、図書館を必死で探さなくても済むわけで

すよ。もし、あの四番町の住宅と保育園と児童館の建てかえだけになればね、さまざまな

仮住宅も必要なくなるわけだから。（「そうですね」と呼ぶ者あり）そうすれば、あの跡

地の活用というのは、もう一度じっくり再検討できるわけですよ。 

○小林たかや委員長 できないよ。それはできない。 

○木村委員 これはね、今後どういう状況になってくるのかということをやはり見た場合、

やはり選択肢としてそういう準備もしておかないと、私は全体計画がおくれる大変な事態

になりかねないんじゃないかと。その辺の状況というのも踏まえて、いろいろ準備を進め
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ておく必要があるんじゃないでしょうかね。 

○小林たかや委員長 ないだろう、そんなの。 

○木村委員 一応、指摘だけね。 

○小林たかや委員長 子ども部長。 

○大矢子ども部長 現在、そこの８カ月のおくれは全体の中で取り込むとしましても、本

体工事で１２カ月おくれる。で、まあ新しい資料でも、６カ月ほどさらに予備をとってい

ますけども、ただし、当然何が起こるかわからないというところをさらにどのぐらいとる

かによって、今後、日テレ側のほうに交渉するときに、万が一にも備えて、さらに余裕を

持った日程の交渉をしていくことになるのかなというふうに思っています。 

○小林たかや委員長 林委員。 

○林委員 ちょっとまた、先に大分進まれたんで、この資料のほうからで。 

 住宅課長の答弁ですごく違和感があったのが、この地域の永田町四番出口のところのバ

リアフリーですとか出入口、これ、平成２９年８月２４日、初めて知ったというような形

だったんですが、これ、本当ですか、住宅課長。 

○平岡住宅課長 平河町二丁目町会様からいただいたご要望は、まさにこのときが初めて

というようなことで、ここからは、平河町二丁目町会様の内容をつぶさに確認させていた

だいたというものです。 

○林委員 時間がかかるんで聞かれたことに答えていただきたいんですけれども、地域か

らの要望は、平成２９年８月２４日が最初ですかと聞いているんです。 

○小林たかや委員長 住宅課長。端的に言って。 

○平岡住宅課長 はい。端的にお答えさせていただきますと、私が知ったのはこれが初め

てです。 

○林委員 いや、そんなことないですよ。平成２７年のときから企画総務委員会で、平河

町の仮住宅、まあ木村さんもやられていた。このときに、地域の方のご意見を聞いてくだ

さいと、説明会なり要望会をやったときに、２７年、２８年でやって聞いているはずなん

ですよ、何とかしてくださいと。その話を住宅課長が全くカウントしていないといったら、

もう広報広聴課長で、広聴課長に出てきてもらわなくちゃいけないぐらいで、全く地域の

方の声、吸い取り紙とかなんとかと言っていても、意見で言いっ放しで、全くカウントし

ていないでいた。そういう受けとめでよろしいのかと。 

 そうすると、四番町だって同じことになっちゃうんですよ。図書館だって同じことにな

っちゃうんですよ。説明会をやって、意見を聞く、聞くと言って、場だけ設けて全然聞い

ていないで、で、町会長から出していただいたら、わあ、もう、区は受けています、初め

て聞きました、なんか、そんな失礼な話があるかなと。それも議会が説明会をやれと言っ

てやったはずですよ。地域の要望を全部聞いてくれと。 

○平岡住宅課長 林委員から、今ご指摘を賜りました。私のちょっと不勉強であった点、

それからしっかりと住民の方の細かい点を認識できなかった点は、この場をおかりしてお

わびをさせていただきたいと思います。その点も踏まえて、今後そういった方々から、地

域の方々からこういったバリアフリーのことも含めて、ご要望があった点をもう一度しっ

かりと見つめ直して、今後の私たちの趣旨に生かしていきたいというふうに考えてござい

ます。 



30-５陳情審査部分抜粋：平成30年10月30日 都市基盤整備特別委員会（未定稿） 

２９ 

 

○林委員 そんな額面どおりで。まず答弁修正をしていただきたいのが１点、委員長、お

願いしますよ。２９年８月に初めて聞いたなんて。いや、石川区長は初めて聞いたのかも

しれない。でも、そんなことはあり得ないですよ。あの方、平河町二丁目で、いろんな支

持者の方から聞いていたはずなんですよ。で、その点を一つ、答弁修正とともに、区長が

いつ知ったのかという話ですよ。この２９年の８月２４日に、石川区長が平河町二丁目町

会からの要望書を受理しました。この後で、よし、やれと判断したのは、何月何日なんで

しょうか。 

○平岡住宅課長 この後、平成二十――あ…… 

○林委員 答弁修正と言ってるじゃないの、最初に。 

○平岡住宅課長 はい。先ほどの答弁ですね、大変申しわけございません、平成２９年８

月２４日というふうに私が存じ上げたのが、その点が修正させていただきたいと思ってお

ります。その以前から、地元からのご要望があった点を踏まえて、その点を修正させてい

ただきたいというふうに考えております。 

○林委員 はい。 

○平岡住宅課長 それから、その次に、庁内でオーソライズをしたといいますか、最終的

にこの整備を決めた段ですけれども、平成３０年の１月に、仕様の打ち合わせを踏まえま

して、１月の１２日に、庁内においてもバリアフリー出口の受け口として、仮住宅地内へ

設置する方向を、庁内で最終的に決定させていただきました。 

○小林たかや委員長 林委員。 

○林委員 また繰り返しますけれども、聞かれたことに答えてくださいよ。区長がメトロ

と交渉をするようにと判断された、あるいは組織的に決定したのはいつなんですかと聞い

たんですよ。だって、委員長の資料で、「いつ、誰が、どこで」と意思決定で書いてある

んだから、それは当たり前じゃないですか。でなかったら、交渉に入れないでしょう、メ

トロとの。９月から入っちゃっているんだから。 

○小林たかや委員長 答えられますか。 

 住宅課長。 

○平岡住宅課長 はい。２９年８月２４日に町会様からご要望をいただきまして、その翌

日には、そういったご要望があったことで検討するようにという指示はございました。 

○林委員 そうしますと、平成２９年の８月２４日、今まで地域から要望があった。たく

さんの要望も住宅課も聞いていた。で、町会のほうからも改めて２９年の８月２４日に区

長宛てに要望書が来た段階で、区長は、組織として東京メトロのほうとバリアフリーの新

設ができないかと。これは仮住宅に調整せよという指示が下ったというので、間違いない

ですか。 

○平岡住宅課長 それを踏まえて、関係機関であります東京メトロも含めて調整をするよ

うなことは、お話としていただいておりました。 

○林委員 いや、聞かれたことに本当に答えていただきたいんですけど、平成２９年８月

２４日に要望書をいただいた。ここで、区長のほうは、東京メトロと麹町の平河町の仮住

宅について、ここに出入口ができるかどうか調整せよという判断をされたのはいつなんで

すかと。で、交渉し始めたのはいつなんですか。 

○平岡住宅課長 すみません。ちょっと明確にお答えができませんで、申しわけありませ
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ん。８月２４日に町会様からご要望をいただいた段階では、この要望の中に、例えば麹町

仮住宅の中に出入口が設置できないかというようなご提議をいただいたものでございます。 

 ですから、この後、最終的な東京メトロさんの実務ができるまでの間、区長からは、麹

町仮住宅の中にバリアフリーの出口をつくってくださいというようなご指示はございませ

んでした。 

 ただ、その中で、そういったものができるのかどうかというのは、協議をさせていただ

いたのは、東京メトロさんとさせていただいたのは、事実です。 

○林委員 いやまあ、一つ一つやって。まあ、これ、例えばと、この資料にも書いてあり

ますよ。例えば、だから地域の方々は、平河町ですとかお住まいの方たちは、何とかして

Ａ４出口の、あのすごい朝のラッシュの、解決してほしい、夕方も。だから、別に平河町

の仮住宅じゃなくても、ほかでもいい。平河町の仮住宅につくってもいい。とにかくバリ

アフリーですとか、ルートを二つ、もう一つつくってもらいたいと出されたわけですよね。

これまでのいろんな、吸い取り紙と住宅課長が言っていた説明会でも言っていた。 

 で、これを受けて、区長は、仮住宅に出入口をできるかどうかの指示をしないと、動け

ないわけですよね。なぜならば、今まで地域の要望を把握していた住宅課長だって、いろ

いろ検証したんでしょう。前回の委員会でも聞いたとは言っていましたよ、いろんなとこ

ろのビルのところに。森タワーのほうは、首都高のくいが、柱があるからできなかったと

か、いろんな面も含めて、どこだったらできるかなというのが一つ。 

 もう一つが、東京メトロとどんな話をしていくのかと。どこでもいいからつくってくだ

さいよといったら、それは変な話で、今までつくっていないんだからできるわけがないん

で。その意思決定なり区長の指示が出たのはいつなんですかというのを、一番最初のとこ

ろの入り口のところを確認したいんですよ、意思決定について。 

○小林たかや委員長 まちづくり部長。環境まちづくり部長。 

○保科環境まちづくり部長 はい。意思決定がいつかというお話でございますけれども、

まあ、日々等とはちょっと申し上げませんが、区長のところには、区民の皆さん等々から

さまざまなご意見、ご要望が寄せられてございます。 

 で、この８月２４日の日には、平河町二丁目町会から文書で区長宛てに要望書が提出さ

れました。私は、この日、立ち会ってはございません。直接担当を、立ち会うように指示

をされて行くこともございますし、あと、後ほど区長のほうからこの要望書が回ってくる

と、区長室からというケースもございます。今回のケースは、たしか後者だったと思いま

す。この要望書があるので、検討するようにと。で、その場では具体的に、そもそも麹町

仮住宅に設置ができるかどうかわかりませんので、せんだってもご意見を頂戴しましたよ

うに、要するに４番出口の混雑緩和を何とかせいというふうな形で指示があったふうに、

私どもは認識してございます。 

○林委員 まあ、ここをやっていると水かけ論で。ここの出発点がわからないから、先ほ

ど木村委員が言ったように不透明なんですよ。最初から本当はトンネルを掘りたかったん

じゃないの、区長はとか、ああなってしまうんですよ。で、ここは正確に位置づけて、ま

た次回でも構いませんので、記憶、記録とともに、意思決定されたんだったら、出してい

ただきたい。 

 で、次なんですよ。２段目のところで、東京メトロが区のほうに対して、バリアフリー



30-５陳情審査部分抜粋：平成30年10月30日 都市基盤整備特別委員会（未定稿） 

３１ 

 

をつくるんだったら、先ほどとかわりますが、階段等の連続的な出口整備を行うことに条

件にと。で、これは、区長に報告を入れるなり、決裁を組織的にしないと、重要な仮住宅

の設計変更にかかわる、要は予算ですとか金額にかかわることですから、大事な、ここが

また二つ目のターニングポイントだと思うんですけど、これは、９月から１１月って、非

常にくるめてになっていますけれども、メトロからはいつ来て、区長は、どんなに金がか

ってもやったほうがいいんじゃないかとか、メトロの条件次第だとか、どこかの民間のと

ころにお金だけ出させてやらせてしまおうとか、いろんな方策、石川区長はこれまでやら

れてきたわけですね、エスカレーター、エレベーターの。で、そこの判断をこんなにばら

けた３カ月、４カ月のところでやられると、これ、大きな５億で、トンネル工事も幾らか

わからないけど、区民負担が幾らになるかわからない。 

 で、私はバリアフリーができたほうがいいと思いますよ。ただ、階段はちょっとないの

かなと思ったけど、先ほどの話だと、あそこの住宅の下も、まさしくにぎわいのような形

で、もう、人がどんどんどんどん出てくるようなのは、多分地域の方たちも望んでいない

ですよね、バリアフリーは望んでいても。静かな環境でバリアフリーの環境、これを求め

られていると思うんで、この９月から、２９年の９月から１１月までの間にかけて、金額

の面も含めて、どのような形で判断材料にしていったのか。区の内部で、あるいは石川区

長の判断をやってきたのかというのを説明してください。 

○小林たかや委員長 ちょっと待ってください。行ったり来たりで、ずっと答弁だけでは

整理がつかないので、ちょっと今回は、林委員に指摘をしていただいて、もう一度これ、

両方に整合した表をつくって、進めさせていただいていいですか。 

○林委員 だから、これ、でも、打ち合わせの概要でしょう。で、委員長の弁だと、「経

緯と経過と意思決定について（いつ、誰が、どのように決定したか）」と、これを委員会

でこの場で確認したいというお話だったんで、その話どおり。 

○小林たかや委員長 そうなんです。そうなんですけど、間に合わなかっただけなんで。

この時点で、今指摘がありましたんで、その辺ももう一度整理していただいて、次回の委

員会で、もう少し指摘するところがあったらしていただいて構わないんで、ちょっとこの

時間帯じゃ、もう無理なんで。（「あ、この話」と呼ぶ者あり）この話を詰めるのは、ち

ょっと無理。 

○林委員 だから、経緯・経過を…… 

○小林たかや委員長 そうなんです。 

○林委員 もう少し、こんなくるめたやつじゃなくて、もっとお金、５億だ何億だって大

きな話ですから。 

○小林たかや委員長 それは私のほうがあれをしていたんで、それ…… 

○林委員 ずっと８カ月、やっぱりおくれてしまうわけですから、時期が。 

○小林たかや委員長 わかっていますよ。それはわかっていますんで、あわせて、今、両

方に分断されちゃっているんで、資料も。これもあわせて、前回のも全部あわせて時系列

をとっていただいて、費用の面も、ここでお願いしたのは、「いつ、誰が、どのように決

定したか」というのは、そういう意味ではあったんですけど、時間的なものもありますし、

今もこの時間帯ではちょっと整理し切れないんで、申しわけないんですが、委員長から。 

○林委員 ちょっと委員長のほうで、まとめて…… 
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○小林たかや委員長 はい。整理を、預からせて。ちょっと今必要だったら発言していた

だいて結構なんで。いいですね、まずね。はい。 

 それでは、はやお委員。 

○はやお委員 その経緯・経過でやると明らかになってくるでしょうと。で、やっぱり一

番大切なことが、ここで書いてある平成２９年８月の２４日、「通勤時間帯（平日朝８時

半頃）は上りが渋滞して長蛇の列となる。将棋倒しの危険性も懸念される」と、そこまで

書かれているわけですよ。で、ここのところというのが、我々がエレベーターとか階段を

つけるというのは、５３戸だか５４戸のやることによって、さらに悪化する大きなファク

ターなのかどうか、そこだけちょっと確認していい、あるのかどうか。（発言する者あり）

それは何かといったら、区が責任を持って５億なり、またもっと多くなるかもしれないけ

れども、その金額を負うか負わないかというところの重要なポイントになるから、そこを

お聞かせいただきたい。 

○平岡住宅課長 今、はやお委員からも悪化するのかどうかという点をご指摘いただいた

と思うんですが、私どもは、これ、今、現状で４番出口であれだけ先細りになる階段を私

も現実に朝見ておりますけども、複数の階段ができることによりまして、そういったこと

は、危険性としては少なくなるというようなことは、東京メトロさんとの打ち合わせの中

でもさせていただいておりますので、さらに悪化するというふうには考えておりません。 

 さらに、連続はしませんけれども、エレベーターでバリアフリーというような形でさせ

ていただくので、これまで地下階におりることができなかった方も地下階におりられると

いうようなことで、そういった点からすると、動線は今以上にしっかりとれるというふう

に認識しております。 

○はやお委員 すみません。もし、ここのところに、この仮住宅にこの出口をつくらなか

った場合、ここの４番出口というのが大きな、またさらに問題になるような数になるのか、

ならないのかということを聞きたい。 

○平岡住宅課長 悪化するというようなことはないというふうに考えております。 

○はやお委員 つまりね、ここのところについて、いろいろ、先ほどの森タワーだとか何

かのいろいろな開発があったでしょう。そのときに、まず確認をしたいのは、これ、都案

件だったのかもしれないんですが、環境アセスメントのところの調査をしたのかどうか。

そこは、今わかる範囲でお答えいただきたいと思う。 

○小林たかや委員長 はい。ちょっとわかりませんので、次回。 

 はやお委員。 

○はやお委員 はい。つまり、その環境アセスメントは何らかやらなくちゃいけないはず

なんですよ。今度は間違いなく日テレの関係になってくると、その辺の話が来る。で、そ

うしたときに、ここのところの問題が起きているということは、環境アセスメントのその

調査自体について、やはりもう少し区のほうもかかわっていかなくてはいけないんではな

いですかというところだけど、その辺の認識はどう考えているのかということなんです。 

○小林たかや委員長 はい。認識について。 

 住宅課長。 

○平岡住宅課長 はい。すみません。 

○大森まちづくり担当部長 委員長、まちづくり担当部長。 
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○小林たかや委員長 まちづくり担当部長。 

○大森まちづくり担当部長 環境アセスは、基本的には具体的な計画があったときに、そ

の計画に基づいてさまざまな項目をシミュレーションしたり、予測したりしています。 

 とりわけ日テレとかの関係では、具体の計画がない中で、でも、やはり区として何かし

らこう、考えたらどうかという議会からのご指摘もいただいていますし、まち場からの協

議会からも、インフラを含めてさまざまなご心配をいただいているので、その具体の計画

がない中でどんなことができるのかは、ちょっと研究ですけれども、そこら辺は、区とし

ても今後ちょっとやっていこうと、研究していこうとは思っております。 

○はやお委員 まあ、そうだと思います。ですから、客観性を持たせるために、複数の調

査結果というものを総合的に確認しなくちゃいけない。つまり、何かといったらば、そこ

のところが足りなかったということがあるのかもしれない。でも、現実、つくれないから

こそ、そこの４番出口が非常に多くなった。で、そこに、先ほど５３個のもし出入口をつ

くらなかったとして、ここによる区のための影響でさらに混乱があって問題が起きるとい

うことではないということも、先ほどの答弁でわかりました。つまり、何かといったらば、

ここのエレベーターなり階段をつくるということについての受益者負担は誰なのかという

ことなんですよ。そこを、誰なのかということが、確認をまず、したいの。それが一つ。 

 そして、今さまざまなことが経緯・経過でわかるでしょう。でも、曖昧に流れていく５

億という数字がひとり歩きしちゃっているわけだよ。言えと言ったから言ったんでしょう。

だけど、この５億の判断を、じゃあね、ここのほうの麹町の協議会が言ったからって、は

い、要望書が出たから決めるんですかと。そこの経過をしっかり決めなかったら進められ

ないでしょということを前回聞きたかったわけですよ。はいわかりました、じゃあ何かの

意思決定があったんじゃないですかと。そういうものを決めるためには、じゃあ、簡単に

言うと、秋葉原東部の何かの協議会があって、じゃあエレベーターをつけてくださいよと

言ったら、こっちはだめで、こっちがいいという整合性はどうやってつけるんですか。今

の答弁だと、言われたらつくりましたとしか書いていないんですよ。そのことが問題なん

ですよ。５億も使うなんていうことについて、メトロと交渉をこれからしなくちゃいけな

いのに、最初から弱腰になっちゃうんですよ。受益者負担はメトロなんですよ。こんな商

売のあり方はありません、はっきり言って。最初から５億払いますよ、それでここの出入

口については、また案分でやりますよと。誰が決めたんですか、税金の使い方を。そこが、

緩慢な行財政を、行政経営をしているということに関して憤慨しているわけですよ。だか

らこの前もきちっと答弁していない。だからそこのところをどういうふうに決めたのか。

まさか、よもやただ要望書が出たからって決めたというような答弁であっては困るわけな

んです。お答えいただきたい。 

○小林たかや委員長 それも次回に。はい。いいですか。 

○はやお委員 でも、ちょっとね。 

○小林たかや委員長 はい。はやお委員。 

○はやお委員 正式に答えてもらいたいけれど、僕、ここ、申しわけないけど政経部の判

断だと思うよ。こういうふうにやってね、話が出てきて、数字、じゃあそこを今後いろい

ろな調査の結果、経緯・経過がわかる。出てくるでしょう。簡単にそんなことで、場合に

よっては、財政課長は来ているのかな。来ていないか。 
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○小林たかや委員長 来ていない。 

○はやお委員 そうしたら、財政の予算査定はどうなっているんだと。そんなことで勝手

に決めるのか。私は怒りたいですよ。元財政課長だった××さんがね、あんな前回の答弁

をして……（「名前はだめ」と呼ぶ者あり）あ、名前を言っちゃいけないね。部長がね、

ああいう答弁なんて、僕は信じられないです。だから、そこのところは、財政をしっかり

とやる。１,１００億あったって、あっという間になくなるということを言っていたじゃ

ないですか。こんな緩慢な財政運営があっていいのかということなんですよ。お答えいた

だきたい。 

○小林たかや委員長 はい。政経部長。 

○清水政策経営部長 ただいまはやお委員のほうから非常に厳しいご指摘を賜りました。

麹町仮住宅の整備に関するご指摘でございます。何点か非常に重要なご指摘を賜ったとい

うふうに、今、認識をしておるところでございます。 

 まず一つは、確かに物事を、私どもが執行機関として、行政として物事を進めていくに

当たりまして、そこに住んでおられる地域の皆様方のご要望、ニーズというものをきちん

と把握をするということは、これは大前提であろうと思っております。したがいまして、

先ほど林委員からもご指摘がございましたけれども、そこは適時適切に把握をして、議会

にもご報告をしご論議を賜るということは、これはもう基本の「き」だろうと思ってござ

います。 

 しかしながら、地域の皆様方からのご要望をいただいたから、それを金科玉条のごとく、

もう私どもとしてそのご要望どおりに進めていくと、そういうことであっては、場合によ

りましては、何かトラブルがあったときに、その地域の皆様方のせいにしてしまうような

ことにもなりかねないと。恐らく先ほどのご指摘というのは、そういうことなんだろうと

いうふうに受けとめております。非常に大切なご指摘だと認識をしております。 

 こと、この麹町仮住宅の工事に関しましては、バリアフリーというご要望は確かに事実

ではございますけれども、ご要望いただいたから即ということではなく、当然のことなが

ら、ご要望は前提としながらもここにも記載してありますとおり、将棋倒しの危険性とい

うこともございますとおり、行政としてもこれを看過できない、その安全性の確保という

ことで、区が何らかの対策をとらなければいけないのかどうかということも、非常に重要

な点だと思っております。さらには、ご要望があって、安全の確保があったとしても、だ

からといって地下を必ず掘るかということではなく、それは当然のことながら、区有施設

の改築時などそういった受け皿として用意をすることができるタイミング、そういったこ

とも当然あろうかなと思っております。 

 したがいまして、今回の件に関しましても、地元町会の皆様方からのご要望があったと

いうことは前提としつつも、私どもとして、総合的に判断をしたというのが事実でござい

ます。これからもそういったことで、そういったことを基本としながら区政を進めていか

なければならないと思っております。これが１点でございます。 
 それから、２点目といたしましては…… 
○小林たかや委員長 もう、全部言っちゃおう。 
○清水政策経営部長 基金、私どもの基金の現状につきましては、委員の皆様方、重々ご

案内のことと思います。先ほどの指摘のとおりでございます。 
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 だからこそ、だから故に、税金の使い方というものを私どものほうとしておろそかにな

っているんじゃないのかというふうに、区民の皆様方にご不安を与えてしまうようなこと

があってはならないと。むしろ、こういうような財政状況であるからこそ、しっかりと区

民の皆様方に税金の使い方、お預かりしている、区民の皆様方からお預かりしている税金

の重さを十分に認識をしながら、使い道につきましては、きちんとご説明できるような行

政経営でなければならないというものも、非常に重く認識をしておるところでございます。 
 改めまして、議会の皆様方へのご報告の仕方、それから区民の皆様方へのご説明の仕方

も含めまして、いま一度私どものほうで認識を深くいたしまして、徹底をしてまいりたい

と思っております。よろしくお願い申し上げます。 
○小林たかや委員長 すみません。休憩します。 

午後４時４５分休憩 

午後４時５１分再開 

○小林たかや委員長 委員会を再開します。 

 それでは、引き続き、今の件については、残ったものは残ったんで、後で委員長のほう

でまとめさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 次、行きます。この（仮称）麹町仮住宅の当初計画と変更後のメリット、デメリット。

これは、前回、岩佐委員より、若干駐車場を減らしたことによるデメリットがあったので

はないかと。そのほか、使用に際して、当然メリットがあるからやるんだけど、そのメリ

ットの陰に隠れたデメリットがあったので、それについては、ちゃんとそのデメリットを

どう対応しているかというのをきっちりと答えていただきたいので、その辺について、岩

佐委員のほうから指摘があった点ですけれども、岩佐委員、何かつけ足すことはございま

すか。 

 岩佐委員。 

○岩佐委員 ちょっと、前回いただいた図ではちょっとわかりにくかったんですけれども、

このごみ置き場の向こう側にとめられるということ。これはちよくるのポートがあるとい

うことでよろしいんですよね。ですので、結局ちよくるのポート、それから駐車場、駐車

スペースということをしっかりとどれだけ確保するのか。段階的に、もし、例えば工事の

段階でこうなのかということも含めて、それをちょっと図でお示しいただければと思いま

すので、そこはぜひお願いしたいところです。ちょっと、口頭で言われてもわかりにくい

話ですので。 

 あと、もう一点、ちょっとこれは駐車スペースだけではないんですけれども、先ほどの

バリアフリーという観点から、メトロとの入り口があるというんですけど、ここのいただ

いた図で、メトロとの入り口のエレベーターのところも、これはドアになっているという

ことで、ちょっとバリアフリーに関して、この建物そのものが、やはり高齢の方がお使い

になったり、あるいは区が福祉的に使う可能性がある建物の中で、バリアフリーをうたい

ながら、地下との入り口をエレベーターもつけながら、エレベーターのところの入り口の

ところは、引き戸ではなくてドアになっているということに対して、ちょっとどういう観

点でつくられているのかというのが、ちょっとこの図からは、ちょっとコンセプトがそれ

こそ見えてこないと思うんですね。（「コンセプト」「コンセプト」と呼ぶ者あり） 

 なので、最終的には、やはり誰のためにと言っていると、一番福祉的に必要な人のため
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に建物を建てていくんだろうと。もちろんバリアフリーも大事なんだろうと。でも、バリ

アフリーといいながらドアをつけるとか、あるいはスペースがないというところに、駐車

スペースに関しては図でも示されていなかったということに関しては、一つそこはバリア

フリーの考え方を建物全体でしっかりと説明していただきたいんですけれども、いかがで

しょうか。 

○小林たかや委員長 はい。ちょっと待って。 

 今の点を含めて、今後、次回、図面に示して出していただけますか。それで、きょうは

ご答弁は結構です。次回、わかりやすい、説明できる……（発言する者あり）図を出して

ください。 

 住宅課長。 

○平岡住宅課長 今、岩佐委員からご指摘くださいました点、次回までに図をご用意させ

ていただきましてご説明に入りたいというふうに考えております。よろしくお願いいたし

ます。（発言する者あり） 

○小林たかや委員長 コンセプトもあってもいいよ。 

○岩佐委員 ちゃんと、コンセプトって、バリアフリーの考え方なんで。 

○小林たかや委員長 いいですね、岩佐委員。 

 はい。それでは、終了します。 

 次、行きます。 

 （仮称）四番町公共施設並び（仮称）麹町仮住宅の計画（工期）の変更についてという

ところで、各部分のところへの説明、意見聴取、保育園、児童館、図書館利用者への説明、

意見聴取、これについては、今ここでやってもちょっと時間がございませんので、次回ま

でにどういう説明をしてきたか、する予定にしているか。意見聴取をしていれば、してい

たものを委員会に示してほしいんですが、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林たかや委員長 よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）じゃあ、お願いします。 

 委員の方、いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林たかや委員長 はい。じゃあ、お願いします。 

 次、行きます。 

 日本テレビ、日テレ、日本テレビの土地使用貸借について、変更についての協議、交渉

状況、いつ、誰が、どのように。協議が整わない場合、いつ、どのように対応するのか。

これについては、すぐ答えられますか。 

 子ども部長。 

○大矢子ども部長 この、いつですけども、これについては、今、工事とかがある程度ど

のぐらいなのかという、もう少し詳細がわかった上で、あとどのぐらいのさらにバッファ

ーを見込むかというのがある程度固まって、で、おおむね――おおむねというか、いや、

何カ月延長、何年延長というのは、正式に決まりましたら、今のところですけど、（発言

する者あり）いや、それはまだ。それが固まり次第です。つまり、この期限が来るのがち

ょうど４年半後…… 

○小林たかや委員長 その前に、言っておかなくちゃいけない。 
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○大矢子ども部長 なんですけども、当然、今、工事の、先ほどの話から地下鉄の工事そ

の他もろもろ、いろいろバッファーを見込んでいるのかというような話もありますので、

それは鋭意、そんなにいつまでもやるわけじゃありませんので、工事期間とかがどのぐら

いになるかというのを大幅固めた後で、さらにどのぐらいこれを借りるのに、次、また借

りて、また延びましたというと、また借りますなんて、いつまでもいつまでもやるわけに

もいきませんし、かといって余り長い日数というわけにはいきませんから、どのぐらいが

相手方にとって、それは――ここで話すでもありませんけども相手との交渉なので、もし

かしたら、これぐらいまでだったら貸してくれるよというのがあるかもしれないし。じゃ

あというんで、それは、我々のほうで、まずどのぐらいの年数かと固めた後で、今のとこ

ろですけど、私と小池課長で交渉に行く予定でございます。 

○小林たかや委員長 はい。ということは、今は何も相手に言っていないということだね。 

○大矢子ども部長 そうです。 

○小林たかや委員長 じゃあ、相手は知らない。議会では、日程が延びることは。 

○大矢子ども部長 まあ。委員長。 

○小林たかや委員長 ちょっと待って。そこのところはすごく大切で、日テレもそうだけ

ど、ほかの、先ほどの意見聴取も含めて、それぞれの部署は、今回１年延びるということ

は知らされているの。みんなが知らされているの。委員会では公になりましたよね。公の

委員会では――公って、委員会では公になった。その事情を、全ての関連する部署は受け

とめているんですか。それで、日テレは受けとめていないよね。言っていないもんね。 

○大矢子ども部長 ええ。 

○小林たかや委員長 日テレが言っている、日テレは受けていない。その辺はどうでした

か。 

○大矢子ども部長 今回のおくれに関しては、関連する部署のほうには、全部、話はして

おります。あと、日テレには、直接言っていませんけど、委員会そのものが、当然オープ

ンですから、情報としてこの委員会の情報を日テレがつかんでいれば、自動的に知ってい

る可能性は当然あります。（発言する者あり）ただ、我々のほうとしては、今現在…… 

（発言する者あり）こちらのほうで、まだ年数とかも固めていっていませんので、我々と

しては、今現在、まだ日テレのほうに交渉はしておりません。 

○小林たかや委員長 はい。休憩します。 

午後４時５９分休憩 

午後５時００分再開 

○小林たかや委員長 それでは、委員会を再開します。 

 子ども部長。 

○大矢子ども部長 先ほどの発言を訂正させていただきます。 

 まだ今の時点では日テレ側は状況を知りませんので、今後、我々のほうが確定し次第、

速やかに日テレのほうにお願いに行ってまいります。 

○小林たかや委員長 部長、確定次第じゃなくて、もう確定しているんですよ、延びるこ

とは。だから、その旨、いつまでというのはもちろん事情があるけれども、一応ご挨拶は

しておいたほうがいいと思いますよ。（発言する者あり）わかりました。まあ、そうです。

まあ、それはいいや。もう、ここでちょっと整理できないんで、次回。（「次回まで、も
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うちょっと……」と呼ぶ者あり）次回までにいい方法を考えます。はい。よろしくお願い

します。 

 次、行きます。この１０月中に意見を聞き、１１月の対応はどうかというのは、今、鋭

意やっているんで、これについてはご対応いただいて、なるべく早い機会に委員会を入れ

させていただいて、対応させていただくと。そのときには図面も出てくるから、まだ若干

これに対応することができると思いますけど、よろしいですよね。 

 施設経営課長。 

○加島施設経営課長 はい。了解いたしました。 

○小林たかや委員長 はい。 

 それから、この委員会の動きについては、当然設計者も知っているかと思いますけど、

それはよろしいですね。 

○小池子ども施設課長 逐次お知らせしております。 

○小林たかや委員長 はい。ありがとうございます。 

 それでは、いろいろ資料も出ておりまして、資料の説明はしておりませんけど、説明あ

りますか。（発言する者あり）ちょっとごめんなさい。今までの、前回の論点整理は、こ

こでちょっと一旦打ち切ります。よろしいですね。（「打ち切るの」と呼ぶ者あり）打ち

切るんじゃなくて、次回にします。きょうの分はこれで終わりにします。きょうの部分に

ついては、ここで終わり。はい。 

 その他、ございますか。（発言する者あり） 

○武区有施設担当課長 委員長、区有施設担当課長。 

○小林たかや委員長 はい。ちょっと待ってね。まだ報告があるので。 

 区有施設担当課長。 

○武区有施設担当課長 お手元にお配りしました政策経営部資料２、「四番町公共施設整

備実施設計等業務 構造物調査のお知らせ」でございます。 

 こちらにつきましては、四番町アパート、図書館の西側にある擁壁の図面がないため、

擁壁の基礎部分を試掘し、調査を行うものです。調査期間につきましては、１１月の７日

から１３日の平日に作業を進めさせていただきます。多少、音が発生する調査でございま

すから、お知らせにつきましては、区営四番町住宅、四番町アパートの居住者の皆様、隣

接する関係者の皆様へも配布させていただきます。 

 裏面でございますが、今回調査をする範囲でございます。 

 説明は以上でございます。 

○小林たかや委員長 はい。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林たかや委員長 はい。 

 それでは、報告事項、以上でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小林たかや委員長 はい。報告事項を終了します。 

 それで、陳情ですけれども、１番に戻りまして、陳情審査、送付３０－５、区営四番町

アパートの建替えに関する陳情ですけれども、ここまで今、いろいろ情報を報告いただき

ましたけれども、質疑ございますか。ありませんか。（発言する者あり）（「陳情につい
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ては」と呼ぶ者あり）陳情についての質疑ございますか。よろしいですか。（発言する者

多数あり） 

 それでは、この陳情につきましては、いかがいたしますか。 

〔「継続」と呼ぶ者あり〕 

○小林たかや委員長 はい。それでは、本陳情につきましては、継続扱いにさせていただ

きます。１の陳情審査は終了します。 


